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（午前９時５９分 開会） 

○南野直司委員長 ただいまから総合計

画及び総合戦略等調査特別委員会を開会

します。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日は大変お忙しいところ、総合計画及

び総合戦略等調査特別委員会を開催、ご参

集いただきありがとうございます。 

 本日は、行政経営方針（素案）の考え方

について、また計画行政の見直しに基づく

第４次総合計画基本計画の改訂を案件と

いたしております。 

 この後、担当より説明申し上げますので、

どうかよろしくご審査いただきますよう

お願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせ

ていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○南野直司委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、光好委員

を指名いたします。 

 それでは、「行政経営方針（素案）の考

え方について～行革から行政経営へのシ

フト及び第４次総合計画基本構想の継続

を踏まえて～」について、説明を受けます。 

 大橋市長公室次長。 

○大橋市長公室次長 おはようございま

す。 

 そうしましたら、私のほうから本日の案

件についてご説明をさせていただきたい

と思います。 

 本題に入ります前に、平成３０年１月以

降本特別委員会を開催いただき、ご議論い

ただいてきております内容等について、簡

単に振り返りをさせていただきたいと思

います。 

 平成３０年１月以降ですね、今回で６回

目になるわけなんですけれども、大きなテ

ーマといたしましては、計画行政推進に係

る諸課題の整理、それと新しい計画行政の

あり方の構築ということで、いろいろご議

論をいただいてきております。 

 その中で、決定といいますか、確認をし

てきた事項についてなんですけれども、一

つ目が総合計画基本構想の延長、５年間の

延長、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

１年の延長です。 

 もう一つが、各部、各課が所管しており

ます分野別計画ですね、これと総合計画の

関係性、連動性の強化というところがもう

一つとなります。 

 それと、三つ目に進行管理、総合計画及

び分野別計画の進行管理を強化していく

と。それと、その成果ですね、実際にその

計画を実施した後の成果の検証、これの重

点化というところです。 

 それともう一つが、行革から行政経営へ

の転換ということで、行革大綱、行革実施

計画を一旦リセットするというところで

す。これについては、背景に２０４０年問

題等のこれから大きな環境変化が想定さ

れるということも踏まえて、行革から行政

経営の転換というところがございました。 

 それともう一つは、行政経営方針と行政

経営戦略の考え方を整理して、これらをま

とめていくと。このようなことを、これま

で一定議論いただきながら決めてきたと

ころでございました。 

 これらを踏まえて、きょうの案件になる

わけなんですけども、令和２年度に第４次

総合計画の基本計画とまち・ひと・しごと

創生総合戦略が最終年度を迎えます。これ

に当たりまして、新しい計画をつくらない

といけないということになりますので、そ

の作業であったり考え方であったりとい
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うところをどのようにやっていくか、進め

ていくかというところを、本日説明させて

いただきます。 

 この前提となります総合計画の基本構

想というのが、５年延長しておりますので、

令和２年度中に策定する新しい計画には、

この基本構想が生きた形になってきます

ので、基本構想を踏まえてこの新しい計画

をつくることについては、ご理解をいただ

きたいところでございます。 

 そうしましたら、案件に入らせていただ

いて、まずその行政経営方針、資料１のほ

うなんですけども、行政経営方針（素案）

ということで、まとめさせていただいてお

ります。これは、ちょっと前後して申しわ

けございませんが資料の、一番後ろのほう

の資料２－３、Ａ４の横の総合計画等の見

直しと計画行政のあり方の概要・スケジュ

ールという資料２－３をご確認いただき

たいんですけれども、令和３年から令和７

年、この５年間のところの部分がちょっと

大きく右下のほうに四角囲みで、三角形の

図であらわさせていただいてるんですけ

ども、これが基本的な令和３年以降、５年

間の行政経営戦略ということで、これまで

の総合計画にほぼニアリーイコールの形

になるんですけれども、この三角形の図の

関係で、策定を進めていきたいということ

で考えておりまして、この図の一番トップ

に来る部分で、三角形の一番上ところに、

５年間延長していただいた基本構想、それ

と人口ビジョン、この人口ビジョンという

のは、平成２７年、平成２８年の３月に策

定した部分と、昨年度に新たに地区別、年

齢別の人口推計も行っておりますので、こ

れもあわせた形で人口ビジョンというこ

とで考えさせていただきたいと思います。 

 そこに今回、今から説明させていただき

ます行政経営方針というものをあわせて、

この三つの点と、施策と施策の展開、それ

と分野別計画、そして事業ということで、

ピラミッド型でそれぞれ演繹の形で進め

ていきたいということで考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、もう一度資料１のほう

に戻りまして、順次この行政経営方針の素

案ということで説明をさせていただきた

いと思います。 

 まず一つ目、位置づけなんですけれども、

今回はこの方針の下に、行政経営戦略とし

て新しい計画を推進し、目標になるものを

達成するために、この行政経営方針を設け

るわけなんですけれども、この行政経営方

針を設けて、新たに策定して、各部、各課

ですね、各セクションが能動的に動いてい

けるように、能動的にいろんな施策、事業

を展開していけるようにしていくことが

大きな目的にもなっております。そうする

ことで、市全体の最適化を図っていきたい、

各部、各課がみずから積極的に動くことに

よって、市全体の最適化を図っていきたい

ということの中で行政経営方針というこ

とを定めさせていただきたいと考えてお

ります。 

 二つ目が、基本方針ということで、五つ

ほど視点を書かせていただいております。

この五つの視点というものをどのように

ピックアップしてきたかということなん

ですけれども、やはりそこにも書かせてい

ただいているんですけども、これまでに経

験したことのない人口減少、それと超高齢

社会の到来、７５歳以上の後期高齢者の数、

これが今までにないような数ですね、大き

く推移していくということがございます。

これらのこと、もちろんその少子高齢化で

年少人口の減少ということもあるわけな
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んですけれども、これらのことに対応して

いくためには、やはり新たなサービス展開

ということがどうしても必然になってく

るであろうと。そうしましたときに、当然

基礎自治体、我々行政というのは市民の皆

様の税金が財源になるわけなので、それを

大きくふやしたりするというのはなかな

か難しいという状況がありますので、財源

が限られてるということの中で、どうやっ

て必要なサービス、新たなサービスを展開

していけばいいかということを考えなけ

ればならないと、そういったところを踏ま

えたときに、次の五つの視点ということを

ピックアップさせていただいているとい

うことでございます。 

 考え方としては、人・物・金というごく

ごく自然な行政経営資源を中心に、やはり

行政のこの先の計画なので、一定夢という

ことも想定しながら、この五つをピックア

ップさせていただいているということで

ございます。 

 そうしましたら、視点１の一つ目のビル

ド・アンド・スクラップというところにつ

いて、説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 これ、あえてビルドを先に持ってこさせ

ていただいております。普通はスクラッ

プ・アンド・ビルドということなんですけ

ども、ビルドを先に持ってこさせていただ

いておりますのは、先ほども申し上げたこ

れから起こり得る人口構造の大きな変化

を踏まえたときに、新たなサービスを積極

的に考えていく必要があるということで、

やはりビルドの視点を先に持ってこさせ

ていただいているというところでござい

ます。 

 やはり、大きな人口構造の変化の中で、

本当に必要な人に本当に必要なサービス

というものを改めて考えながら、事業を推

進していかなければならない。そうである

けれども、先ほども申し上げたように、財

源というものには限りがあるというとこ

ろの中で、改めてスクラップという観点を

ここで入れさせていただいているという

ところでございます。 

 次のページに行かせていただきまして、

視点の二つ目が協働・パートナーシップの

推進ということでございます。これも、協

働のまちづくり等進めていく中で、ごくご

く当然のことかなということにはなるわ

けなんですけども、これもやはり今後の将

来の自治体のあるべき姿といいますか、本

市の置かれる状況を考えたときに、やっぱ

り市域の役割というものが非常に重要に

なってくる。地域包括ケアの考え方であっ

たり、子育て支援等の考え方、それと弱者、

後期高齢者等ですね、認知症の問題なんか

も当然顕在化してくるわけなんですけれ

ども、そういったことを踏まえますと、や

はり地域で地域の役割、そして地域で活躍

していただける人材の育成、このあたりが

非常に重要になってくるだろうというこ

とを想定いたしまして、ここに書かせてい

ただいておりますように、市民のみならず

民間企業、ＮＰＯ法人、地域活動団体等、

それぞれがそれぞれの立場で協働しなが

らよりよい環境づくりといいますか、協働

できる環境づくりということを想定する、

積極的に進めていく必要があるというこ

とで、この協働・パートナーシップの推進

ということを書かせていただいておりま

す。 

 次に、視点の三つ目なんですけども、人

材の組織的な育成ということになります。

これもごくごく当然のことかもしれませ

んけど、やはり組織というのは人材の質と
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いいますか、人材のありようが非常に重要

になってきますので、それをいかに組織的

に育てていくかということが今後重要に

なってきます。 

 人材育成計画についても、そろそろ改訂

の時期になるわけなんですけども、現在の

人材育成実施計画の中で、みずから前例を

つくる職員というところを目指すべき人

材、あるべき人材のところに新たに設定を

させていただいたわけなんですけども、や

はりみずから前例をつくるということは、

これまでのやり方を今一定打破するとい

いますか、大きく転換していくということ

が必要になってきますので、そういったと

ころというのを、なかなか公務員としては

どちらかといいますと苦手な部分になる

のかなとも思っております。だから、個人

としてその前例をつくる職員に、そういう

気概といいますか、考え方を持ったとして

も、やはりそれが組織的に機能するかどう

かというところになってくるとなかなか

難しい部分がありますので、個人としても

組織としても、そういうみずから前例をつ

くれる体質文化にしていきたいというこ

との中で、この人材の組織的な育成という

ことを定めさせていただいているところ

でございます。 

 次に、視点の四つ目が、スマート自治体

の推進ということで書かせていただいて

おります。これも、ＡＩ、ＩＣＴ、情報通

信技術等、今後活用していくということは

大きな位置づけを占めることになってく

るわけなんですけど、これは内部的な効率

化の部分だけではなくて、やっぱり市民サ

ービスに直結する部分も、例えば交通とか

防災の関係なんかでは、特にこのＡＩ、Ｉ

ＣＴというのは有効になってくるのかな

というようには思うんですけども、市民サ

ービスの部分でですね、少しでも市民の皆

さんが生活しやすくというか、少しでも利

便性の向上に寄与するような観点で、この

スマート自治体の推進ということを推進

していく必要があるということの部分を

大きく重要視して、このスマート自治体と

いうことを定義させていただいていると

いうところでございます。 

 次のページに行かせていただきまして、

視点の５なんですけれども、行政経営資源

の調達という表現をさせていただいてお

りますけれども、これもやはり今後の行政

運営を考えたときに、歳入歳出の両面での

財務面での効率的な運用の視点というこ

とを意識していく必要があるということ

で考えておりまして、歳入では一般的な収

納の強化だけでなくて、やはり国庫、府費

等の補助金制度の活用というのを今以上

に積極的に意識しながら、アンテナを張っ

てしっかりこのあたりの補助制度という

のを有効に活用していくということが重

要になってきます。 

 それと、市債ということになりますので、

それがどうかということがあるかもしれ

ませんけど、やはり市債というのは効果的

に使っていけるものであると考えており

ますので、市債の効果的な活用というとこ

ろは、今後は今以上に意識をして運営して

いく必要があるだろうということを考え

ております。 

 歳出のほうでは、やはり民営化、つまり

民間委託の活用ということを今後も継続

してやっていかなければならないと考え

ておりますし、もちろんこれは少しでもサ

ービス向上に資する財源的な部分で言う

と、費用対効果の部分で言いますと、その

辺のところは十分斟酌した上での話です

けれども、そういったことは引き続きやっ
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ていきたいということと、そして適正な受

益者負担の観点ということも、この五つ目

の視点の行政経営資源の調達の中に包含

させていただいているんですけれども、こ

の適正な受益者負担の考え方というもの

を、やはり今後の人口減少と人口構造、年

齢構成の変化が大きくなる中での分で考

えますと、サービス利用者等の多様化等も

考えられますので、そういったところから

この受益者負担の考え方というのを非常

に重要になってくるであろうということ

で、この視点、５番目ということで設定を

させていただいているということでござ

います。 

 今、申し上げました行政経営の方針のこ

の素案なんですけれども、この素案につき

ましては、令和２年度中に、今申し上げた

ような総合計画の基本計画と創生総合戦

略を改訂する、その作業に合わせて、この

素案の内容についてももう一度ブラッシ

ュアップしていきたいと思っております

ので、最終的にこの行政経営方針の素案か

ら案のレベルに行って、決定するのは令和

２年度末に全体のパブリックコメント等

をする中で、徹底していくということにな

るのかなと考えております。 

 追加の資料で１部、Ａ４の横の資料を一

つ追加できょうお配りをさせていただい

たわけなんですけれども、ちょっとこの行

政経営方針がどういう位置づけといいま

すか、考え方になるのかと。内容的に見る

と、スクラップ・アンド・ビルドであった

り人材の育成であったりということで、こ

れまでの行革の大綱であったり実施計画

の中に位置づけしていた内容と同じでは

ないかというご意見等もございますので、

ちょっとその辺の違いといいますか、その

考え方の違いの分を追加でお配りさせて

いただいた資料に基づいて、少しだけ説明

をさせていただきたいと思います。 

 まず、左側の図が、プロセスの違いとい

うことで書かせていただいておりますけ

ども、行革の計画については、行革の方針

ですね、方針からどの施策、どの事業をど

のように実施していくか、どういう内容で

どのように実施していくかということが

全て方針、計画として決まっております。

パッケージとしてもうでき上がってしま

っているわけですね。それを各部、各セク

ションが実行していくということになる

んですけども、今回の行政経営方針につき

ましては、パッケージとして決まっている

部分については今説明を申し上げた部分

だけになります。ですから、今後この行政

経営方針に基づいて各部、各課が持ってお

る計画も踏まえながら、各部、各課の方針

的なことを決めていくのが一番いいので

はないかと考えておりまして、行政経営方

針に基づく各部、各課の方針にのっとって、

施策事業をどのような観点でやっていく

かということを検討しつつ、最終的に決定

していくと。 

 ですから、先ほど冒頭で申し上げたよう

に、ここの部分で各部、各課それぞれの各

セクションが能動的に動いていける、これ

までのように行革で言われているからや

る、行革に書いてるからやるということで

はなくて、各セクションがみずからこの経

営方針に基づいて考え、実行していくとい

うところに違いがあると考えておりまし

て、そうすることで人材の育成にも寄与す

るんではないかと我々としては考えてい

るところでございます。 

 次に、右側の考え方の違いなんですけど

も、これは書かせていただいておりますよ

うに、行革計画で言いますと、今回の第５
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次の行革で、改革の柱というものが五つほ

どございました。改革の柱が五つあって、

それぞれの柱の中に何々施策の見直しで

あったり、民営化であったり、何々事業は

拡大するであったり、一部廃止するであっ

たりということも、これも既にパッケージ

化されていたわけなんですけれども、今回

策定、設定を考えております行政経営方針

につきましては、その視点１から５という

方針がフィルターみたいな位置づけにな

っておりまして、各部、各課が考えている

新規の事業であったり、既存の事業ですね、

全てこの視点１から５のフィルターを通

すと。この視点１から５の部分で、いかに

新規の事業、これまでの施策、事業を見直

すか、展開していくかということを考えて、

最終的にどのように実施していくか、展開

していくかということを決定するという

ことで、これはこういう形で、各部、各セ

クションの職員が考え、みずから考え、行

っていくと。行革は決められたものに従っ

てやっていくと。今回はそういう違いがあ

ると我々としては考えてございます。その

部分が、これからの大きな環境変化を踏ま

えたときに必要な組織のあり方、人材のあ

り方であるとも考えておりますので、そう

いう意味合いも踏まえて、この行政経営方

針というものを定めさせていただきたい

ということで考えているところでござい

ます。 

 次の次第２のほうについては、政策推進

課長のほうから説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○南野直司委員長 説明が終わりました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 おはようございます。 

 私自身が本特別委員会の委員として初

めてとなりますので、議事録等々は少し確

認いたしましたが、以前から少しかぶる意

見、また基本的なお話を少しさせていただ

くかもしれませんが、ご了承ください。 

 今、ご説明を受けた内容に沿って、資料

を確認させていただきたいと思います。こ

の行政経営方針、今回つくられた分で総合

計画等々が５年延長することにより、もう

一度新たに練り直されるということだと

思います。総合計画については、また後の

分でご説明いただくと思いますが、実現で

きなかったものが多々あるから延長する

というような捉え方になってしまうんで

すが、まず基本方針について確認していき

たいと思います。 

 この文言のお話なんですが、最後の「５

つの視点を軸に据え、持続可能な行政経営

を実践し、本市の大きな『夢』の実現につ

なげます」と。言葉遊びをするつもりはな

いんですが、持続可能なものを実践するっ

て書いておりますが、一方で夢の実現とい

うような書き方もされております。夢とい

うのは願望、願望というのは手段がないの

に熱望するというような意味合いとなる

んですが、何度も言います。言葉遊びをす

るつもりはないんですが、持続可能なもの

を実践するという書き方されているのに、

一方で夢という表現の仕方というのはど

うなのか、もう５年も延長するのですから、

必ず実現しないといけないものになるか

とは思うんですが、そこのところ、また視

点に関してですね、逆に言えばどれが難し

いと思っているのか、そういったことがあ

るのかどうか、加えて教えていただきたい

です。 

 続きまして、視点１のビルド・アンド・

スクラップについてお伺いします。 

 行政の、特に予算、人口にかかわる予算
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がかなり厳しいものになってるかと思い

ます。前々回から第１次、第２次、第３次、

第４次、第５次と行革を行ってきた中で、

スクラップ・アンド・ビルドが、今回ビル

ド・アンド・スクラップになってるという

ことで、より一層の恐らくスクラップが必

要ではないかと考えられるわけです、予算

が少なくなってるわけですから。そこのと

ころのスクラップの重要性、予算を削減し

ないとない袖は振れないですわけですが、

一方で今ご説明いただいた追加資料の分

ですね、市の方針を今までは一括でされて

たと。なので、各課の思いがどうであれ、

言ってしまえば決定事項に対してどうや

って削減するかというようなプロセスを、

今回からはどうやったものをみずから考

えられるというような、各課でみずから考

えられるというようなご説明をいただき

ました。 

 その場合ですね、ちょっと不安点として、

各部、各課がみずからの課に対して予算の

削減であるとか、考えていくということな

んですけども、やはり自分の課の予算を削

減するというのはかなり勇気が要ること

だと思います。仕事の予算の削減ですね、

予算要求を毎年しているのにもかかわら

ず、その削減をみずから行わないといけな

いというような、ちょっと真逆のような立

場、関係性に思うんですけども、最終的に

検証、検討されるということは書いてはい

ますが、最終的な予算の削減というのは、

必ず着地点というのはここまで予算を削

減しないと運営できないというような考

え方があると思うんですけども、そのあた

りですね、どのようなお考えなのか。各課

の方針に任せてるだけで、その予算、スク

ラップの部分が必ず遂行できるのか、その

辺のお考えを教えていただきたいです。 

 続きまして、視点２ですね。パートナー

シップの推進といって、これはなかなか難

しいところはあると思います。核家族化が

進んできまして、少しずつ地域のつながり

というのが難しくなってくる可能性、よく

ね、森西委員もご質問されておりますけど、

自治会の加入者の数であるとか、ＰＴＡ

等々学校とかもいろんな問題を抱えてい

るところでございます。 

 その中で、今までもやってこられたこと

なんですけども、今決まってないのはわか

ってるんですけども、どのような具体的施

策で、どのような考え方なのか、もう一度

詳しく教えていただきたいです。 

 続きまして、視点３ですね。みずから前

例をつくる職員、これは今までもされてた

ことと聞いております。実際、職員の提案

制度、先ほど資料をちょっと見させていた

だきまして、毎年ですね、職員の方が提案

されたものが採用されているというよう

なこと、職員の新しい意見がいろいろ取り

入れられているというようなことはわか

るんですけども、新たにもう一度５年延長

されるということですので、どのようなも

のが追加で考えられているのか、理念でも

結構ですので、そのあたりを教えていただ

きたいです。 

 視点の４、ＩＣＴについては特にござい

ません。割愛させていただきます。 

 視点５ですね。国・府の補助制度の活用

を図るということを書いておりました。こ

れ、職員の提案にもつながることを、先ほ

どの部分でつながることだとは思うんで

すけども、補助金というのは、言い方悪い

ですけど国などからいただいているもの

ですね。それに対して、他市の先進事例と

か、どのように補助金をもらっているのか

とか、結構いろんな観点から、そんなもら
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い方があるのかというようなもらい方を

している市も多々ございます。例えば、今

の人材育成のところにもつながるんです

けども、そういった先進的事例を、他市を

まねることももちろんなんですけども、も

う全く新しい先進的事例も職員の方から

取り入れていかないといけないと私は考

えるんですけども、そのあたりの、先ほど

の人事の分とあわせて、どのような制度設

計、例えば新入職員の方でも、もうこんな

補助金を使いたいということであれば、こ

うやったら持ってこれるんですとか、違う

課においてもそういったものをフィード

バックしてもらえて、それを活用できるよ

うなシステムをつくるご予定なのか、教え

ていただきたいです。 

 １回目は以上です。 

○南野直司委員長  大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、私

のほうから順次ご答弁をさせていただき

たいと思います。 

 申しわけございませんが、委員がおっし

ゃっている観点と私の理解が間違ってお

ればご指摘いただきたいと思います。 

 一つ目、視点１のところでございますけ

れども、５年間の基本構想の延長につきま

しては、できていないから延長するという

部分はなくはないんですけれども、我々と

しての考え方というのは、地方自治法の改

正によって基本構想の議決により基本構

想を定めます。極端に言いますと必要性が

なくなった、それは各基礎自治体の考え方

によって、総合的な計画、計画行政を推進

していくための計画というあり方をどの

ようにするかというのは、我々に委ねられ

た部分があると理解をしておりますので、

そういった部分を、期間が長くなってしま

うんですけれども、この基本構想を５年間

延長することによって、基本構想そのもの

の策定の是非であったり、どういうスタイ

ルの総合的な計画がいいのかということ

もあわせて、検討していきたいということ

を、少し長いスパンになりますけども、こ

の間に新しい計画行政を構築して、令和８

年度からそれが完成するようなイメージ

で我々としては考えているところでござ

います。 

 したがいまして、令和２年度で改訂をさ

せていただく内容については、令和３年度

から令和７年度になるわけなんですけど

も、これもまだ完成形ではないということ

で、少し試行的な部分があるということで、

ご理解をいただければと思っております。 

 それと、達成の部分の困難な部分という

ことであったと思うんですけども、これか

ら、この令和２年度に改訂の作業をしてい

くに当たりましては、当然この５年間の検

証をしなければなりませんので、そこでし

っかりとやっていく中で、もう一度重点化

する分、それから時代の変化の中で少し縮

小、縮減できるものとか、そういう観点を

この作業の中で明らかにしていきたいと

思います。ですから令和２年度中には恐ら

く改訂作業をしていくんですけども、この

間に何回か特別委員会を設けていただき

まして、そこで説明をさせていただくとい

うような機会も出てくるのではないかと

思っておりますので、その中で順次という

か、逐次というか、説明をさせていただき

たいと考えてございます。 

 スクラップのところでございますけれ

ども、一層スクラップが重要になるであろ

うということで、自分ところの課の予算を

削減できるのかというところなんですけ

ども、これもちょっと私の主観的な部分に

なるかもしれませんけど、一定この行革に
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ついては、行革の初期の段階から一定かか

わりを持たせていただいてきておりまし

て、管理職のみならず、課の属する職員が

みずからの課の予算というものをどのよ

うに考えているかというところは、時代の

変化とともにそこの部分についても一定

変わってきていると、私個人としては認識

をさせていただいております。 

 やはり、以前は獲得するという意識が強

く、獲得した予算については必ず全て執行

するというような考えがございましたけ

れども、最近はやはり、市民のニーズの変

化とかも当然あるんですけれども、本当に

必要な施策、事業というものは何か、例え

ば福祉の分野であれば認知症の方の増加

であったり、後期高齢者の方の増加であっ

たときに、やはり人的な支援ということが

より一層必要になってくる。でもやはり、

少し今までやってきたようなばらまき型

の部分については、違うんじゃないかと、

そういう認識を、部というか課というか、

そういう組織の中で共有できてる部分が

ございます。そういうことからすると、以

前のように予算を削るということはでき

ない、各課で自分のところの予算を削ると

いうことはできないということにはなら

ないのではないかとは、今のところは、私

個人的な主観かもしれませんけど、考えて

おります。 

 全体の予算の部分につきましては、確か

に各部、各課だけで市の財政全体の部分に

ついてはなかなか理解するのが難しいと

いうことがございます。そこはやはり財政

課が作成しております中期財政見通しと

いうのを考慮して策定していくかという

ことは検討していく必要があると思って

おりますけども、その部分と財政課と政策

推進課がしっかり連動する中で、全体のパ

イということは意識をしながら、もちろん

どこまでできるかということがあります

けども、考え方としてはそういうふうに進

めていきたいと思っております。 

 次に、視点二つ目の協働・パートナーシ

ップの部分でございますけれども、協働・

パートナーシップの部分についても、先ほ

ども申し上げたんですけど、協働のまちづ

くりということで、摂津市としては一定推

進をして、取り組みを進めているわけなん

ですけれども、これもかなり以前から、そ

の協働のまちづくりというものの考え方

をまとめる以前から、例えば古くは東京の

世田谷のまちづくりの観点での地域の人

材とかという視点で、いろいろ政策推進課

の中でも検討してきたわけなんですけど

も、なかなかやはりそれは、市の特性とい

う言い方がいいのかどうか分かりません

けれども、なかなか思うように育っていな

いというところがございました。 

 しかしながら、昨今子育てに関するグル

ープとかも、一定育ってきている部分がご

ざいますので、そういう芽をしっかり捉え

るというか、発見、意識して我々行政が積

極的にそこに関与していくと。そして、育

てていくと言ったら語弊があるかもしれ

ませんけど、一緒に成長していくというよ

うなイメージで、取り組んでいきたいと思

います。これも、次、令和２年度に改訂さ

せていただく計画の中で、どのような位置

づけをしっかりしていくかというのは検

討させていただきたいと思います。 

 それと、三つ目の視点の人材育成のとこ

ろでございますけれども、どのようにやっ

ていくか、これは人材育成計画、現在の人

材育成計画は平成２５年に改訂をしたわ

けなんですけれども、そのときにみずから

前例をつくる職員ということを新たに追
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加させていただきました。これがどういう

ふうに、これを実現していくためにはどん

な手段といいますか、考え方でやっていく

かということの中で、いろいろ検討はして

きた中で、それが本当に機能しているかど

うかというのは、若干疑問点のある部分で

はあるんですけれども、表彰制度のことで

あったり、職員提案制度もリニューアルし

て実施してきておりますし、できるだけ職

員提案で市長、副市長の前でプレゼンをし

て、良となったものについては予算をつけ

るであったり、そういうことであったり、

人事評価制度ですね、これについても全職

員に導入して、副主査までの職員も含めて

みずからが業務に対する目標を設定する、

それに対してどう組織としてこたえてい

くかというところの観点も含めて、人事評

価制度というものを構築しましたし、今後

もこの人材育成という部分、先ほど申し上

げたんですけど、今後についてはより組織

を意識して、組織というのは課長級や部長

級も積極的に人材育成にかかわる、そうい

う、個が伸びる環境というのを組織、風土、

文化というものを、構築できるように、変

えていけるように取り組んでいきたいと

思っておりますし、この人材育成計画を改

訂のタイミングなんですけど、次に改訂す

るときには、できれば職員を一くくりで考

えるのではなくて、土木職、事務職、それ

と幼稚園の先生等もおられるわけなので、

そういう分野でどういう職員としてある

べきかという、そういう観点も考えながら、

人材育成というのは取り組んでいく必要

があるのではないかと、現在は考えている

ところでございます。 

 それと、五つ目の視点でございますけれ

ども、補助金のところについては、今委員

がおっしゃられたとおりですね、制度とし

ての補助金だけを見ていると、やはり見落

とすといいますか、狭い範囲でしかものを

見れなくなってしまうのが、例えば体育館

にクーラーをつけるとなったときに、単に

学校体育館にクーラーをつけるという観

点だけだと、補助金というのはつかないわ

けなんですけども、そこに防災という視点

が加わると一定違う角度からの補助金が

あると、そういうところが少し例としては

如実に出ているのかなと思いますから、そ

ういったところの観点や視点、そういうこ

とが持てる、持たなければならないと思い

ますので、持てるような職員、組織という

のが今後重要になってくると思います。そ

のためにはやはり今まで以上に補助金等

の制度、国庫、府費等の補助金とその制度

の部分を、何かをするからその制度がある

かどうかを見るというよりも、制度そのも

のを初めからどちらかというと常に意識

しておくということが重要になってくる

のではないかと考えてございます。 

 もし答弁が漏れておればご指摘いただ

きたいのですが、以上でございます。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございまし

た。 

 一つ目、考え方のお話です。できていな

い等ではなく、必要性がなくなったからと

いうところも加味しての経営方針だとい

うお話をいただきました。これについては、

今後お伺いしていくので、わかりました、

大丈夫です。 

 ２番目、５年の研修、どれが実現できて

どれが実現できなさそうなのかというよ

うな、言葉遊びをするような質問をさせて

いただいた中で、重点化する項目、重点化

しない項目をいろいろ考えていくという

ような答弁をいただきました。 
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 その中で、総合計画にかかわる話が結構

ありますので、中身についてはあとの部分

で説明を聞かせていただくといたしまし

て、もちろん文章が短いですから、抽象的

になるのは仕方がない部分はあるかとは

思うんですけども、方針として基本的には

最終出していただくときには、別に書き方

自体はこだわらないですが、必ず実現する

というような形でお願いして、この質問も

終わります。 

 ３番目ですね、ビルド・アンド・スクラ

ップの部分です。特にスクラップしてほし

いというわけではなくて、仕方がないから

スクラップしない、家庭でもそうですけど

も、例えば１０万円しか入ってこなければ

１０万円の生活でどうやって生きていく

かって考えなきゃいけない、３０万円入っ

てくるのであれば３０万円の生活を考え

ていくというようなことだと、普通に考え

てそうだと思います。 

 市の今後の予算、厳しいものになるとい

うようなことで、先ほどおっしゃられまし

たが、中期財政見通しも出ておる中で、ど

のような削減が必要なのか、これ本当に多

分一番重要だと思います。その中で、ちょ

っと質問の中でもう一度ちょっと確認し

たいんですが、今回経営方針をつくるに当

たって、市の方針としてこの素案を出され

まして、各課で検討していくということな

んですけども、必ず削減しないといけない

金額というのは恐らく決まってるかと思

います。その中で、各課に任せてどのよう

に目標というか、達成しないともう破綻、

例えば３０万円しか例えば給料がないの

に、おうちにお金がないのに、各家族に使

い方を任せたところ３５万円の予定表が

出てきたら、もうその時点で破綻するわけ

じゃないですか。どのようにそれをされて

いくのか、もう一度詳しく教えていただき

たいです。 

 視点２のほうに関しては、多分重要なの

は、基本的にはボランティアでやってる人

たちだと思います。市民の方がボランティ

ア、また市外から施設に来ていただいてボ

ランティア等々でやってもらってる作業

だと思います。そこのサポート体制ですね、

費用をかけろというわけではないですけ

ども、人のサポートですね、温かみという

か、そういうところでもやはりモチベーシ

ョンというのが、そのボランティアの人た

ちとしてはかなり変わってくると思いま

す。そういうところの制度設計をしっかり

考えていっていただくよう要望しておき

ます。 

 続きまして、人材の育成に関してですね、

６番の補助金の観点と一緒に話をさせて

いただきます。 

 機能しているかどうか検討していって、

表彰制度と今までの職員提案等々でいろ

いろされていったという話はお聞きしま

した。 

 また、分野ごとに人材育成をしていくと

いうようなお話をいただいたんですが、一

方で６番の分に関しては分野を超えた運

用をしないといけないというようなお話

もいただきました。ちょっと、これは言葉

遊びをするわけではないんですが、意味合

いとしては予約の話になってきておりま

す。何が言いたいかといいましたら、補助

金制度、先ほど体育館のお話をされました。

それも箕面市の先進事例ですね、各課を超

えて運用されている実績がございます。ほ

かにも以前私、一般質問でさせていただい

たｏｔｔａであるとか、あれは文教上下水

道常任委員会の分野でありますけども、こ

ちらで言うたら民生常任委員会のほうで
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の補助金を獲得して、そこで使われている

というような分であります。 

 そのどちらも、体育館の分に関しても、

現時点で補助金制度ってもう基本的には

間に合わないというような現状でですね、

今から例えばやろうとしても間に合わな

い、スピード感が足らなかったのか、やろ

うとしても間に合わない、もう他市がやっ

てることを追随しようとしても間に合わ

ない現状がもう出ているわけです。補助金

制度を申請しようとしても、その補助金制

度がなくなっていたり、もしくはもう終わ

りかけていたりというような現状が、気づ

いたときには出てるわけですね。 

 そういったところは、課を超えての制度

設計づくりというのがかなり必要ではな

いかと、私は考えております。正直、自分

が文教上下水道常任委員会、つまり教育の

立場にいるのに他の福祉の課に予算のお

願いをするっていうのは、恐らく職員の立

場からすると難しいことじゃないのかな

と、私は思うんですけども、そういうのを

人材育成という立場なのであれば、本当に

もうできることできないことでも結構だ

と思うんで、結果を進言してだめだったと

いうようなことでもいいと思うんですよ。

本当に言いやすい環境づくり、制度設計づ

くりを構築していただきたいなと。例えば

先ほど申し上げましたが、新しく入ってき

た１年目の職員の方は、違う課についても

う思いつきで発言しても、怒られないよう

な制度設計づくりを構築していただきた

いなと。もしかしたたら、それが１００％

そのままの形で実現しなくても、いろんな

助言を加えることによって形になる可能

性もありますし、やはりお金のことって考

えていかないといけない中で、補助金制度

というのは本市にとって本当に重要な重

点政策、本当に先ほどから重点とおっしゃ

られてますけど、特に重点的に、積極的に

取り入れていかないところだと思ってお

ります。市債をどう発行するかについて、

本市としては正直何も傷まないところが

ありますので、そういうところの制度設計

づくりをしっかり、今後この１年間ですね、

今年度中に策定されるということですの

で、終わるころにはしっかりと提示してい

ただけるよう、要望しておきます。 

 ですので、ビルド・アンド・スクラップ

の部分等々をもう一度お願いいたします。 

○南野直司委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、ど

のぐらいの金額を削減するかというとこ

ろも含めてでございますけども、もちろん

先ほども申し上げたようにどれぐらい削

減するかというのはなかなか難しい部分

があると思います。 

 これまでの行革の運用といいますか、部

分でもそうなんですけど、原課がもちろん

ある程度考え方をまとめて整理をして、ど

れぐらいの部分をビルドしてどのぐらい

の部分をスクラップするかというのは、当

然原課のほうで主体的に考えていくわけ

なんですけど、それを最終的には、やはり

庁内に意思形成会議というものがござい

ますので、原課が考えたものがそのまま市

の決定事項としてストレートに決定する

ということではございませんので、意思形

成会議の中には、庁議等の意思形成会議の

中には、財政課なり政策推進課なりという

のが当然参画しておりますので、そこの部

分でしっかり調整をした上で、決定してい

くことになると。そこの部分については、

これまでどおりしっかりその機能を維持

した中で取り組んでいきたいというのは

思っているところでございます。 
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 以上でございます。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 具体的ではないという

のはわかるんですけど、ふたをあけたら、

全然思ってたことと違って、やり方を変え

るわけですから、今まででしたら一定の削

減というのを出したわけですよね。じゃあ

どうやって削減するか、どうやってその結

果や目的値があるか、結果に対してどうい

う道のりを進んでいったらその結果にな

るかというのを今まではやられてたわけ

ですよね。できるかできないかは置いてお

いて。 

 今回、この考え方を見る限りは、どうや

って削減していくか、各課によって一つ一

つ考えていくと。各課で考えていって、ど

れを削減していくかというのは、考え方と

して間違ってるのかもしれないですけど、

この図を見る限り、結果が後に出てくるよ

うな感覚になってます。その結果が出たと

きには、もう恐らく令和２年の年度末です

から、それから軌道修正ってなかなか難し

いと思うんですね。一応、財政課も入られ

てということはおっしゃられておりまし

たけど、それをするのであれば、もう一度

教えていただきたい。違いの話なんですけ

ど、財政課が入って、それじゃあ結局だめ

ですよねとか、意見するのであれば、これ

は市長の方針とかが入っていないという

意味なのかどうなのかはちょっとわから

ないんですが、何が結果的に違ってくるの

か、全然予算が足らへんからって最終的に

職員が提案したものが覆されるというこ

とに恐らくなると思うんですよ。やったら、

正直この考え方の意味が余り効力を増し

ていないようにも思えるんですけども、そ

このところだけもう一度考え方の話です

ね、最後もう一度教えていただきたいです。 

○南野直司委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そういたしました

ら、ご答弁をさせていただきます。 

 委員が思っておられる観点と若干ずれ

ているかもしれないんですけど、令和２年

度に改訂しようとしている計画、いわゆる

総合戦略という言い方をしてるんですけ

ど、これについても細かい、今までの総合

計画もそうなんですけど、細かい施策や事

業のレベルというのはそこには基本的に

は載ってこない。その細かい施策や事業レ

ベルというのは、毎年、今で言いますと実

施計画ということの中にそれがあって、そ

の実施計画の中で、例えばこの３年間でど

ういうふうにやっていこう、どうすべきや

ということを目標的な部分で検討するわ

けなんですね。 

 そこからスタートして、その進行管理を

する中で、財政課なり政策推進課と関係を

持ちながらそれをやっていくということ

なので、決まってしまうという部分がちょ

っとニュアンスが難しいんですけれども、

初期の段階から、言ったら財政課なり政策

推進課なりでかかわれる機会というか、か

かわれるスキームにはなってるというこ

とで思っておりますので、今、委員がおっ

しゃったような部分の心配といいますか、

そこのところについては、金額の部分につ

いてはそう大きくないのかなと我々とし

ては思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 正直、余りよくわかんな

いんですが、後々、出てきてからまた随時

聞いていきたいと思います。 

 最後、要望だけですけど、最初の質問で、

必要性がなくなったものに対して、いろい

ろもう一度考えていく５年間だというこ
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とをおっしゃられていました。その件につ

いては、後の分で質問するので置いときま

すけども、言ってしまえば前回の部分から

引き継いでいる分もあるわけですね。達成

できている分もあるわけです。 

 それに対して、何をもう一個プラスアル

ファしていくのか、何をもって新しい計画

と明言されるのか、その辺を令和２年度の

最後には、もうちょっと明確に教えてもら

えるよう要望して、そのときには、前回は

こういう案があって、ここまで達成できて

ますと。さらにこんだけ加えますと。明確

な、具体的な話をしてもらえるよう要望し

ておきます。また、そのときには、令和２

年度が終わるころには、明確な答えを、具

体的な答えを教えてもらえるように制度

設計づくりをつくってもらうよう要望し

て、私の質問を終わります。 

○南野直司委員長 ほかにございますか。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 私も、本特別委員会の委

員としては今回初めてということなんで

すけども、三好委員のほうからあったとこ

ろで、恐らくかぶるような話にもなろうか

と思うんですけども、今回の行政経営方針

で今の質疑とかの話も聞いててそうなん

ですけど、やはりまずこの視点１から５ま

である中で、視点１のビルド・アンド・ス

クラップのことについては、すごく気にな

ります。 

 今まで、基本的にはスクラップ・アンド・

ビルドということで、見直ししていくこと

で出てきた費用から事業を展開していく

という形が一般的に割と多いかなと思っ

ていて、別にビルド・アンド・スクラップ

にするということ自体が別に悪いという

ふうに申し上げているわけではないんで

すけども、これはでもやっぱり、ビルドを

先に立てるということは、まだどこで、ど

の部分を回すめどがたってないにもかか

わらず、ある程度施策を、事業を展開する

ものを考えていくということになります

ね。だから、前向きな形で思うこと自体は、

僕は全然悪いとは思ってません。 

 ただ、先ほど経営方針の中で部の方針、

課の方針というところの中で、いろいろ部

で考え、課で考えという形でしていっても

らうということになろうかと思うんです

けども、時代に合致してない事業等の検証

を行って、その分を当てていくという形に

なろうかと思うんですけども、これね、あ

くまでビルドの部分について、課の中でお

さまる話でなくて、全体的な事業、そのあ

る課がある事業であっても、課で負担する

というわけでは絶対ないと思うんですよ。

市全体として、何かの事業をやろうと思っ

たときに、そのある課だけが負担するとい

うことは、もうほぼできないと私は思って

るんで、そのスクラップ部分を見つけてい

くときに、僕はもう課への負担にすごくな

ると考えてます。 

 予算の削減の話、先ほどからありました

ように、毎年経常費用を何パーセント削る

っていうことは、もう課に与えられている

わけですよね。何かしら需用費を削ったり

他の分削ったりという形で、もういろいろ

削るということに考えて出してるわけだ

と思うんですね。 

 これからの経営方針の中では部で考え

てもらう、課で考えてもらうとなったとき

に、部や課への負担ということがすごく大

きくなってきて、あとでこれ３番目に人材

育成の話もありますけど、人材育成の話、

書いてることについては、これは理解しま

すけど、すごい職員負担にもなる話である

と思いますし、現実２０年間で２１９名減
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少してるわけじゃないですか。これ、もう

ここでとまるとかという話に今全然なっ

てないと思うんですね。やっぱりそういう

中で見たときに、人材の組織的な育成のこ

とも含めて、このスクラップ・アンド・ビ

ルドからビルド・アンド・スクラップに変

えたことによって、すごい波及してくるこ

とが多いのではないかなというふうに、私

は思ってて、これも最悪なことだと思うん

ですけど、要は１億円の費用が要りますっ

ていう場合に、ちょっとずつ集めてって、

２，０００万円が足りないとなったときに、

ほな一体どうすんのという話になってく

ると思うんですよ。 

 そういうふうになったときに、視点５の

話なんですけど、「健全な財政運営を維持

していくには、世代間における負担・受益

者負担の公平性を確保するとともに、歳入

の確保と歳出の抑制を図っていく必要が

あります」と、この資料に書いてます。 

 さらには、歳出の抑制で、「民間に委ね

る方が経費面、サービス面ともに効果的な

行政サービスについては、民営化や民間委

託を導入します」と、資料には書いてるわ

けですよ。ほんなら、１億円のところが８，

０００万円しか埋められへんかった、あと

２，０００万円要りますっていうふうにな

ったときに、最後にもうその２，０００万

円の部分については受益者負担を上げよ

うかとか、民営化、民間委託をしようかと、

そういう話になって、ビルドの分を埋める

ためにそういうふうになってくるんじゃ

ないかなということを、すごく懸念します。 

 今、その委託の話もね、次長のほうから

話があって、その旨簡単にするということ

ではないような話もありましたけど、結果

的にビルドの部分を埋められへんかった

ときには、何かの財源が必要なわけですか

ら、ないってなったら受益者負担を上げよ

うかとか、委託しようかとかっていう話に

なるんじゃないかということをすごく懸

念してるんで、もう人材の組織的な育成、

部長から課長からということで、育成され

ることについては全然いいと思います。 

 ただ、すごいこういうビルドから進めて

いくということに、職員の負担がふえたり、

受益者の負担がふえたり、委託とかってい

うふうになるおそれがないのかがすごく

懸念されますので、そういったところで、

今、どういうお考えがあるかだけを教えて

ください。 

 以上です。 

○南野直司委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、私

のほうから答弁をさせていただきます。 

 ビルドのところにいろいろ懸念のお話

をしていただいたわけなんですけども、先

ほど申し上げましたように、ビルドをあえ

て前に持ってきてるというのは、やはりこ

れから先の社会環境の変化を踏まえたと

きに、新たなサービス展開というのをやっ

ていかなければ、市民サービス、市民生活

の部分で立ち行かなくなる部分があると

いうことが一つは大きくあるということ

で、あえてビルドを前に持ってきて、させ

ていただいております。 

 どっちが先かというところについては、

ビルドをあえて先に持ってきているとい

うことを申し上げながら、こんなことを言

うのもどうかというところもあるんです

けど、別にスクラップ・アンド・ビルドで

もいいわけなんです。ビルドの観点につい

ては、例えば震災以降に防災のさまざまな

施策を積極的に考え、展開していったり、

認知症の問題が社会問題になれば、認知症

の観点でさまざまな取り組みを進めたり、
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既にこれまでからもそういう社会事象等

の影響によって、考えた上で進めてきてい

るわけでございます。 

 その上で、例えば防災の観点、認知症の

観点を考えたときに、全てにおいてスクラ

ップを同時に並行して考えるかどうかと

いうのは、それぞれの施策であったり事業

の内容の問題でございますので、必ずそれ

がリンクするということにはならないと

いうふうには、我々は考えております。歳

入歳出のバランスというのは、これも行政

として当たり前のことですので、またもの

すごく大きい事業をするから、それに全く

金額を合わせて、スクラップをつくるかど

うかというところについては、必ずしもそ

うではございませんし、これまでからも歳

入歳出のバランス、個々の細かい事業、施

策のレベルでのバランスと全体のバラン

ス、全体として最適というのを、これも先

ほども申し上げたように、個々の各部、各

課の部分と、財政課なり政策推進課の部分

が連動しながらやっていく中で、その部分

について、各部、各課に任せるというのは

当然無理がございますので、それは基本的

にはできないと思っております。そこの懸

念については理解させていただくんです

けども、我々としてはそれほど大きなこと

にはならない、ただこれから人口構造の変

化というものが非常に大きくなっていき

ますので、これは今までに経験したことの

ない状況が起こるということが見えてお

りますので、そういったときにどこまでそ

の部分が機能するかというのは、しっかり

対応していく必要があるとは思っており

ます。 

 それと、前後してしまいましたけど、人

材育成のところについては、リンクする部

分があるという部分のご意見については、

一定理解はさせていただくんですけども、

これを同時に考えるというのはやはり無

理があると思っておりますので、ビルド・

アンド・スクラップのところと人材のとこ

ろについては、基本的には別で考えていく

ということになるのかなと思います。 

 委託等の問題についても、委託の部分に

ついてはお金がないから委託をするとい

うより、効率的ではないし、無駄な経費が

かかってる、これは最少の経費で最大の効

果ということを当然大命題としてあるわ

けなので、そこの部分を踏まえたときに、

例えば国のほうの方針等によって、歳入構

造の変化というのが大きな部分があるわ

けなので、そういうことを踏まえたときに

は、当然最大、最少の経費という部分が変

わってくる可能性があるので、そういうと

ころで委託であったり民営化というのは、

我々としては財源を生み出すというより

は必然であると。財源を生み出す必要がな

くても、必然としてそれはやっていく必要

があると認識をしているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 これも言葉的なことに

なるんですけど、やっぱりビルドを立てる

ということで、いろいろなサービスのとこ

ろからそれを立てて目標でできる、削減で

きる部分を考えていくということについ

ては、僕は反対してるわけではないんです。 

 ただ、先にという気持ちが強過ぎると、

そこまでもしスクラップ部分で賄い切れ

へんかったときに、やっぱり職員の負担に

なったりとか、民営化とかそういうふうな

受益者負担の問題とかにということは、す

ごくしてほしくないという思いがありま

すので、やっていこうと思っていることに



- 18 - 

 

私は全然反対してるわけではなく、今のこ

の経営方針の素案を出されてる中で、スク

ラップ・アンド・ビルドのところからビル

ド・アンド・スクラップになったというと

ころでね、私はそういうことをすごく懸念

してるということがありますので、そうい

うことは理解していただく中で、やっぱり

時代に合致しない事業もあるかもしれま

せんし、やっぱりそれを検証していくとい

うことはね、すごく大事なこととは思って

ますので、やっぱり今人材育成の部分と、

このコストの部分については別々にして

ほしいと思います。 

 やっぱり、限られた財源を、その課では

なく市全体の中からどういうふうに捻出

していかないということになれば、必ずど

こかの課とかが負担になることというこ

とは、絶対あると思うんですよね。それを

全庁的に見る中で、このバランスでこうし

ようかっていうことをやっぱり練ってい

ただくことを強く要望しておきたいと思

います。 

 以上です。 

○南野直司委員長 ほか、ありませんか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 何回か本特別委員会に出

席してるんですけども、なかなか理解が深

まらない、同じようなことを聞くかもしれ

ませんが、順番に聞いていきたいと思いま

す。 

 最初に、スケジュールのことなんですけ

れども、８月３０日に第５回として本特別

委員会が開かれて、今後のスケジュールで

すね、目標を示されていました。行政経営

方針（素案）ですね、今回出されているも

のなんですが、８月にいただいていたとき

の、令和２年度から令和７年度という図に

なっているんですね。 

 今回、第６回としてその行政経営戦略

（案）を出すんやというようなことになっ

ているんですが、今回のご説明を見ますと、

この行政経営戦略は令和２年度を検討し

て、令和３年度からのという、新基本計画

でしょうかね、新実施計画などなど歩調を

合わせていくというような形になってお

るんですが、この辺ちょっと私、前回のと

きに聞き漏らしていたのか、途中で方針転

換があったのか、ちょっと前回聞いてたの

とスケジュール感が違うので、その辺の説

明を最初にいただきたいと思います。 

 それから、具体的に行政経営方針につい

てお聞きしていきたいと思います。 

 基本方針で、三好委員からも触れられた

んですけどね、いろいろ人口が減少し高齢

化社会が訪れると、いろいろな税収も減っ

てくるし、それからこれまでの公共施設の

老朽化に対する更新の費用等もかかって

くると。新しい社会の到来に向けた新しい

サービス、需要、市民ニーズにこたえてい

くという中で、限られた人・物・金をどう

活用していくのか、いろんなことを、ここ

に書いてあるようなことをやっていった

上で、最後の文章で、「大きな『夢』の実現

につなげます」ということですので、この

文章の構成からいくと、総合計画の基本構

想にあります、将来目指すべき像というこ

とで、「みんなで育む、つながりのあるま

ち摂津」というところが大きな夢というと

ころにつながるのか、ちょっとその辺の大

きな夢というものが非常に抽象的で、その

辺がよくわかりにくいので、ご説明をいた

だきたいと思います。 

 同時に、この行政経営方針は、今回はと

りあえず基本構想が５年延長されました

ので、基本構想を踏まえた形でというもの

でありますけども、５年後には総合計画の
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基本構想そのものがなくなって、一番上位

の計画行政の上でこの行政経営方針とい

うのが、人口ビジョン等々を見ながら、こ

れが進められてくるのかなという認識な

んです。その辺の認識が違ってれば、また

ご指摘いただきたいんですけども、総合計

画にあります基本構想で、地方自治体、摂

津市があるべき姿、今言いましたように大

きな夢であるというんでしょうか、将来の

まちづくり等、こんなまちをつくっていく

んだというのを、市民の皆様にわかりやす

い具体的な形でお示しをしていくという

のが、私は重要だと思っているんですけれ

ども、今回の行政経営方針（素案）につい

ては、そういったところに触れられていな

いというのは、あくまで過渡期だからとい

うことの認識でいいのか、今後５年後に向

けたものについては、総合計画、あとの議

題になるのかもしれませんけど、あとの総

合計画の基本構想の見直しの中でそうい

ったものも含めて議論していくというこ

とになるの、その辺の認識について共有し

たいので、教えていただけたらと思います。 

 それから、ビルド・アンド・スクラップ

については、前回もお聞きしましてね、ス

クラップ・アンド・ビルドとビルド・アン

ド・スクラップ、言葉の違いなんですけど

も、前回も次長からもご説明いただいて、

思いのこもった言葉なんですねというこ

とでお答えをした覚えはあるんですけれ

ども、改めてよくわかりません。また今後

の議論の中でもう少し考えていかないと

いけないのかなと思うんですが、イメージ

として少し申し上げたいと思うんですけ

ども、人口ビジョンで２０６０年には７万

２，０００人でしたか、人口減少を抑制し

て、総合戦略をやっていろんな手だてを打

って、出生率をふやす、それから若年者の

転出を抑制するなどの手だてを打って、総

合戦略でＫＰＩを目標達成しながら進め

ていくんだということの中で、新しい方針

としてビルドというので考えられるのは、

やはり子育て世代とか子どもたちの子育

て応援とか教育充実をして、就業、学校に

行ってる子どもたちの世代、親の世代が摂

津市から出ていかないようにしようとい

うようなところが、ビルドに当たるのかな

と思ってるんですね。 

 スクラップというと、これなかなか考え

にくいんですけども、ここに書いてあるよ

うに、本来の目的を達成した、もしくは行

政ですからやっぱり住民の福祉、医療、健

康を守るための効率優先でははかれない

ような、大事な自治体としての役割の中で

も、対象者はもういなくなって、今後そう

いった対象者も出てこないよと。または別

の、よりよい国の制度が出てきたことによ

って、摂津市の仕事が必要なくなってくる

よと。そういったものがスクラップになっ

ていくかというような考え方なんですね。 

 そうすると、人口ビジョンに示されてい

るような、摂津市が進めていく目標に向か

っていく上で必要な施策をやるために、ス

クラップというのを、そこを見ているとい

うような考え方でええのかです。ちょっと

ニュアンス的な感じなんですも、お聞かせ

いただきたいなと思います。これちょっと

行革の面でもね。 

 次に、視点２の協働とパートナーシップ

の推進についてお聞きしたいと思います。 

 これも共通の認識になっているかと思

いますけども、協働というのは非常に摂津

市のまちづくりにおいて大きな柱になっ

ていると思うんですけども、協働の先であ

る、例えば自治会であるとか地域の活動だ

ったり、一部先ほどもご紹介いただきまし
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たけど、子育て分野でのいろんなグループ

ができてきていることではありますが、一

般的に地域社会は少子高齢化の中で、地域

社会そのものがかなり疲弊してきてると

いう状況があるんですね。 

 こうした下で、協働・パートナーシップ

というのであれば、行政の責任とか姿勢と

かというのは、非常に問われてくるのでは

ないかなという思っています。今、市役所

の前にも団体で共通に取り組んでおられ

る取り組みについて、つながりのあるまち

を目指したのぼりが立っていますけども、

現状の協働・パートナーシップの摂津市の

取り組みですね、どのような認識に立って

おられるのか、推進する上で、ここに掲げ

ているような推進する上でいろんな課題

があると思うんですけども、そういった課

題にきちんと整理した上で、この視点２を

上げていかないと、本当に絵に描いた餅、

もしくは行政ができないことを住民のほ

うにどんどんおろしていくと、予算は余り

ありませんけどやってくださいよってい

うように受け取られかねないようなもの

になってしまうと思います。もしくは、担

当職員が住民の皆さん、各団体の皆さんと

の板挟みになって苦しむというようなこ

とになりかねないような状況になるんじ

ゃないかなと思うんです。 

 そういう意味では、協働・パートナーシ

ップという考え方、現状の上での課題の認

識はどうされているのかというのを、ちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、視点３の人材の問題です。どん

どん職員について、二百十数名ですか、こ

の間行革によって減らされてきました。現

業も退職者不補充ということで、場合によ

ったら民間委託、民営化というように図ら

れてきたわけですけども、もう既に職員減

も限界に来てるというようなお話があり

ました。ご説明がこれまでの委員会でも、

お話はあったかと思うんですけども、こう

して限界にある状況の下で、新しい行政ニ

ーズにどうこたえていこうとしてるのか、

またはそれぞれの部署の中で、五つの視点

でフィルターをかける作業をやっていく

と。取捨選択をやっていくと。いろんなこ

とが求められていくわけですね。現状でも、

ぎりぎりの人数で自分の職、自分の持って

いる仕事をやるのに精いっぱいだという

ような状況があるんではないかと思うん

です。 

 ここに、新しい技術を投入するとか、能

力を向上させるということも言われてま

すけども、さらに働き方改革でということ

で、待遇を改善すると言いながらも、どん

どんお尻をたたくような中身になってし

まっているのであれば、これもまた絵に描

いた餅になりかねない。 

 私が思うのは、やはり市の職員は適正配

置、これまで減らし続けている、減らし過

ぎてるんじゃないのか、行政、それぞれの

部署の中で、人は足りているのか、これか

らの需要にきちんと対応できるのかとい

うことをきちんと検討しないといけない

と思うんですけども、現状の職員、不足し

ているのかどうなのか、不足していないの

か、その認識を聞きたいと思います。 

 それと、追加の資料でいただいた行革と

行政経営についてご説明いただいたんで

す。プロセスと考え方の違いもご説明いた

だいたんですが、本当これでよくわからな

いです。要は、今までの行革はじゃあ一体

何だったんだろうなと。ここに書いてある

ように、市の行革メニューができれば、そ

れぞれの部署が必要だとか重要だと思っ

ているけれども、行革メニューだからやら
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なきゃいけないんですということでやっ

てきたと、そんな行革だったのかと。 

 私、今まで行革の中身についても民間委

託の問題についても、自治体としての役割

をきちんと果たすべきだと。それぞれの部

署がやってるもの、やっぱり誇りを持って

やっていくべきものであって、民間に任せ

たときの問題点はないのかという議論を

さんざんやってきたんですけども、こんな

バックボーンだったのかというような思

いをしておりまして、だからこそ見直しを

するんだと思うんですけども、その点ちょ

っとお聞かせいただきたいと思うんです

ね。 

 そうなると、今までの行革の考え方やプ

ロセスのあり方そのものも全部見直しし

て、出してほしいと思うんですよ。どんな

ものでやったのか、行革メニューの中で立

てたけども、見送りになったものも中には

ありましたけれども、ようわからないんで

すね。でも、今回すごい大きな改革、計画

経営の方針を立てていくということです

から、こういう考え方にするんだというこ

とは、意見は、意見の違い、もちろんあり

ますけれども、ということであるならば、

今までの考え方はしっかりともう一回き

ちんと総括してほしいなと思うんですけ

ど、その点どうなのかなというように思い

ます。 

 以上です。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、私

のほうから答弁させていただきます。 

 スケジュールに関してですけども、令和

２年になっております部分につきまして

は、行政経営戦略の考え方というのは一定、

三角形の図の中でどこの部分を捉えて行

政経営戦略かというのはご説明させてい

ただき、過去の本特別委員会の中でご説明

させていただいたんですけど、この行政経

営方針というものの考え方が、括弧書きで

記載させていただいているんですが、少し

まだはっきり定まっていない部分がござ

いまして、令和２年度中の策定というもの

を、この行政経営方針というのは別に新た

な計画ができようができまいが、もう言う

たら常日ごろから持っておくべきもので

すので、令和２年度中の策定ということも

視野にございましたので、そういうスケジ

ュールになっておりましたけれども、現時

点では統一して令和３年度からというこ

とで考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 次の、夢のあり方の部分でございますけ

れども、夢のあり方の部分、確かに三好委

員からもちょっと少しご指摘があった部

分なんですけれども、意識している部分に

ついては、やはり総合計画の基本構想とい

うことを意識して、少し夢という部分が出

てきているところは事実でございます。 

 基本構想といいますのは、かなり抽象的

といいますか、大局的といいますか、ふわ

っとしたものの内容になっておりますの

で、それはどちらかといいますとこうある

べきというよりも、こうありたい、こうい

うふうにやっていきたいという、夢に近い

ような部分がございますので、そこを意識

した中で夢という表現、この夢という表現

が適切かどうかということはもう少し議

論をさせていただきたいと思います。 

 それともう一つは、この視点の五つが

人・物・金というごく当たり前の経営資源

ということを捉えてという部分になって

おりますので、そこの部分にはやはり自治

体としては将来のあるべき姿ということ

も当然踏まえなければならないというと
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ころで、それを若干夢という形で表現をさ

せていただいているというところでござ

います。 

 それと、行政経営戦略と基本構想の部分

の関係でございますけど、委員のほうから

ご指摘いただいたように、今が過渡期と考

えておりまして、これも冒頭で申し上げた

ように、基本構想がどうしても生きている

状態の中で、新たな行政経営戦略を策定す

るということになりますので、これも先ほ

ど申し上げたんですけど、人口ビジョンと

行政経営方針と基本構想、この三つが図の

一番上の三角形のところに乗っかってい

るという状況になっておりますけれども、

この過渡期の中でこのあるべき三つのあ

り方というのを整理した上で、どういうピ

ラミッドの階層になるかというところは

整理をしていきたいと思っておりますの

で、これもご理解いただきたいと思います。 

 次の、スクラップの考え方でございます

けれども、これもいろいろご議論いただい

てるんですけど、我々としては、ごくごく

当たり前、スクラップが前かビルドが前か

というよりも自治体として当然、これも冒

頭で申し上げたんですが、財源というのは

限りがございますので、新たなものだけを

やっていけば、当然破綻をするわけでござ

いまして、それが恐らくスクラップという

表現になってるので、余り印象としてよく

ない中で、マイナスのイメージで捉えられ

がちになってるんだとは思ってるんです。 

 ただ、いい表現があればそこは直せるも

のは直したいと思いますけど、我々として

はスクラップはマイナスのイメージとい

うことは全然考えてなくて、基礎自治体を

限られた財源の中で運営していく、経営し

ていくなら当然のことだと認識しており

ますので、今回経営方針を策定させていた

だいたから、これまでのスクラップ・アン

ド・ビルドの考え方が大きく転換するとい

うことではないと考えております。 

 それと、協働の部分についてなんですけ

ど、現状の部分が課題というところについ

ては、これも計画を策定する中で整理はし

ていきたいと思っておりますけれども、こ

れもあえて、行政経営方針というのは非常

に大局的な部分で、この視点五つというこ

とを書かせていただいておりますので、こ

れも冒頭で申し上げましたように、先の社

会環境、人口構造の変化ですね、そういっ

たところを踏まえたときに、単純な言い方

も余り適切ではないかもしれませんけど、

協働・パートナーシップの部分については、

例えば地域包括ケアということの考え方

をいかに地域で構築していくかであった

り、例えば地域包括支援センターが今ござ

いますけど、その安威川以南、安威川以北

という圏域が二つに分かれているような

中で、第２包括支援センターという議論も

当然あるわけなので、そういったところの

視点、観点も踏まえて、協働・パートナー

シップというところで大きく捉えている

というところについてはご理解をいただ

きたいと思います。 

 次が、フィルターのところの部分でござ

いますけれども、きょう追加資料を出して

いた部分で、わかりにくいということでご

ざいましたけれども、やはりこれも、今ま

でからも原課のほうは全然考えてないと

いうわけではないので、常に原課のほうは

考えて、これも少し語弊があるかもしれま

せんけど、昔に比べるとやっぱりサービス

のあり方というのが多様化して、対象にな

る市民の方というところの考え方という

のも範囲が広まってきたり、複雑化してる

部分というのが当然あるわけなので、そう
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いったところの中で事業施策を展開して

いくに当たっては、当然各原課、原部がい

ろいろなことを考えながら、次年度をどう

いうふうに展開していくか、どういうふう

に予算要求していけばいいかということ

は考えておりますので、考えていく中でで

も、特に重要といいますか、やはり大切な

視点として五つにまとめさせていただい

ているということなので、極端に言えばも

っとたくさんある中の五つということで、

我々としては考えているところでござい

ます。 

 それと職員数の問題ですけども、職員数、

不足しているかどうかというところは、何

をもってそれを不足なのか充足なのかと

いうところは、なかなか難しいんですけど

も、これはあくまでも例えばで、これが正

しいとは全然思ってないんですけども、例

えば府下の市町村であったり、類似団体の

市町村の人口当たりの職員数、事務職、技

能労務職それぞれ見たときに、市のケース

で言うと府下ではたしか事務職で言うと

ほぼ府下平均並みだったと思います。技能

労務職で言うと、若干まだ少し、府下平均

の人口一人当たりで言うと少し多いよう

な状況であったと思いますので、極端にう

ちの市が少ないかというと、現状そうでは

ないという認識は一定しているところで

ございます。 

 それと、行革から行政経営のところでご

ざいますけれども、行革の総括については、

前回だったかと思うんですけど、一定させ

ていただいておりまして、繰り返しになっ

て申しわけないんですけれども、やはり行

革のスタートの時点の財政状況、それと行

革の目的という部分と、現状というのは大

分乖離しており、財政状況もものの考え方

も違ってきている部分がございます。 

 スタートの時点では、総合計画の実現の

ためには行革をしないといけないと、総合

計画を実現するためにこの行革があるん

だというスタンスで始まった部分が行革

でございますので、そういった意味では削

る部分が優先される傾向にあったという

のは否めないところで、我々職員の考え方

というか視点についても、３０年近くやっ

てきたわけなので、まず削るということイ

コール行革は悪いことだというところが

なきにしもあらずだというふうには思っ

てます。そこを変えていかなければならな

いということが、行革から行政経営へとい

うことを、今回の計画の改訂に合わせて、

それも包含した中で計画を改訂しようと

いうことでやっていくということで考え

ておりますので、そこもまた行革のほうの

総括の説明を必要であれば説明させてい

ただきたいと思いますので、そういうこと

でご理解いただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○南野直司委員長 山本公室長。 

○山本市長公室長 大橋次長が答弁しま

したけども、１点だけ。 

 行革と今回の行政経営ということのと

ころで、バックボーンが違うではないかと

いうようなご質問がありましたけども、

我々としては違わないという認識でござ

います。第４次までは、行財政改革という

ことでご説明をさせていただきました。第

５次からは財をとっております、行政改革

実施計画と。それはやはり、第５次の方針

の結びにも、これからの時代に真に必要と

される行政サービスを適切に選択し、そこ

からあらゆる資源をシフトすることによ

り、持続可能なものとして将来世代へと確

実につなげていくということを記載いた

しております。そのことをより明確に、端
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的に言葉としてビルド・アンド・スクラッ

プという言葉に変えているということで

ございます。 

 スキームとして、第５次の行革におきま

しても、行革チームが全ての部、全ての課

とヒアリングをして、メニュー出しをいた

しております。 

 ただ、私自身も行革チームにおりました

り、また行革外のチームにいた経験がござ

いますけども、やはりその行革チームがど

うしても大きく先導してるということは

事実でございますので、実施に当たっては

やはり人材育成の観点からも、一人一人が

考えて、現在何が必要なのか、現在何が時

代に少しおくれた施策になっているのか、

それはみずから考えるというところがあ

りますので、今回はより一層各部、各課で

お考えをいただく、今までもお考えいただ

いておりますけども、より一層お考えいた

だきたいというような姿になってるとい

うことでございますので、区分については

大きくは変わらないということでご理解

をいただけたらと思います。 

○南野直司委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 スケジュールについては、

第５回のときから１年、行政経営方針のス

タートは令和３年度に向けて、令和２年度

は素案を出して、またいろいろ検討してい

くというようなことだということで、認識

をいたしました。 

 大きな夢についても、表現がとかいうの

はもう、こういった文章ですので大きな夢

といったら夢で、人によってそれぞれ捉え

るところが違うかと思いますけども、やは

り行政の基本となる計画になりますから、

資料にあるような三角形の図がつくられ

てるわけですから、何が上位計画で、市が

目指すべきところというのはやはり総合

計画、基本構想であるし、市民憲章を初め

として六つほどの宣言も行われています

し、人口ビジョン等もいろいろ、いろんな

計画があったり宣言があったりしており

ますけども、やっぱり摂津市として目指す

べきところというものと、それとはまた違

う、より具体的なものを示されるのかどう

か、ちょっとわかりませんが、もう少しわ

かりやすいものにしてほしいなというこ

とは、意見として申し上げておきたいと思

います。 

 それから、今回の行政経営の方針という

のは、基本構想が延長される中での５年間、

過渡的なものだということですので、これ

が５年後に向けてまた議論されてくるん

だということをご説明いただいたことに

ついてわかりました。 

 それで、協働の件です。協働・パートナ

ーシップですね、やっぱり推進していくと

いうのは、これ本当に重要なことだと私も

思っていますし、ここに書かれているよう

に、他市との広域連携であるとか、民間と

の協力ですね、これもやっぱり重要なこと

だと思います。 

 ただ、どうしても市民からしてみると、

またはいろいろ地域で活動されている人

から見ると、地域で活動すればするほど住

民の皆さんと直接接して、より幅広く多様

化した意見をお聞ききします。しかもほぼ

ボランティアで活動されてる方々が本当

に真面目に一生懸命やっている中で、行政

のほうに対していろいろとこういったこ

とをやりたい、こういうことをお願いした

いというような声があったときに、従来で

すと、いや、それはできませんねんと、予

算がありませんねんと。協力は求めると、

こういうことはやってほしい、これはやる

べきだということは行政側から言われま
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すけれども、住民側のほうから出てくる声

については、なかなか聞いてもらわれへん

というような声も多々お聞きするんです

ね。 

 地域がどんどん疲弊化していく中で、も

うそんなんだったらやってられへんわと

いうような声も出てくるわけですね。地域、

特に自治会とか老人クラブとかこども会、

ＰＴＡなど既存の組織というのは非常に

重要な役割も果たしている中で、そんな空

気が蔓延しかねないような状況があるの

ではないかなというように思うんです。 

 そこでやはり、行政側の姿勢とか責任は

きっちりと明確にしていく必要があるん

ではないかなというように思っておりま

すので、その点をきちんと整理しておいて

いただきたいと思うんです。ややもすると、

行政はお金がない、人も少ない、新しい技

術も導入する能力も、マネジメントとか職

員の知識とかもいろいろ上がってくるけ

れども、それでもいろんな多様化したサー

ビスに対応するために、やっぱり協働だと

いうことで、行政ができないことをお願い

するというようなことになってしまうの

は、やっぱり違うのかなと思うんですね。 

 こういうことが必要であるなら、行政は

こういったことを準備します、こういうこ

とを整備します、その上でここをお願いし

ます、もしくはこういった声が上がったの

だったらこういったことの中に入っても

らえませんかというような姿勢でないと、

それはなかなか整理もつかないし、せっか

くの協働とか自主的ボランティア精神を

発揮して、こんなに活動してくださってる

摂津市のまちの中がもっと疲弊していく

可能性があるんじゃないかなという点を

考えると、ちょっと心配をしています。 

 そういう点では、この指針、視点で協働・

パートナーシップの推進というのは、指針

として大事なことだと思うんですけど、そ

れにやっぱりきちんとした準備であると

か、これまでの現状把握等の問題点の洗い

出しと、それに対する整理ですね、行政と

してどう対応していくのかという意思統

一、つまり全庁的な意思統一がないと、こ

れは本当にこれからの地域社会、新しい課

題は生まれてますから、それに対応したも

のに、行政側の計画がマッチしないという

ことになるんじゃないかなと思っており

ます。その辺のご検討をお願いしたいと思

います。 

 それから、職員の数の問題です。いろん

な業務をやっていく上で、今いる職員数で

もいっぱいいっぱいで、足りない部分は民

営化、民間委託をやっていくような動きが

出ています。 

 その上で、ビルド・アンド・スクラップ

であるとか、市民の皆様から寄せられた声

にお応えしていこうということについて、

もう今がいっぱいいっぱいであれば、それ

を受けとめて前例にとらわれない仕事を

やっていくというような気持ちになれる

のかどうなのか。お金とか物が足りないと

いうのはわかる、足りない場合はいろいろ

工夫して補充していくことはできるんで

すけど、人というのは足りないときに、物

とか金のようにはならないですね。気持ち

の問題、健康の問題がかかわってきますか

ら、今のキャパで新たな課題をやっていく

というようなことを、また後進として出て

いくときに、じゃあ住民の声を聞かないよ

うな、もう自分たち、今いっぱいいっぱい

です、これ以上できません、もしくは先ほ

どもありましたけども、全庁的に取り組ん

でいく、横断的に取り組んでいくような補

助金の工夫なんかをやっていく上でも、自
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分のところが精いっぱいでとてもそれは

できないんですよ、職員の評価のシステム

もありますから、言うたらどんどん職員間、

部下間の分断が進むような危険性も危惧

するわけですね。その辺の整理もされてい

っていただきたいなと思っています。 

 私は、一応今までの職員数が適正だった

かという立場にはありませんけれど、確か

に多かったところもあるかもしれません

が、かなりの部分の人が少なくなってきて

いるんじゃないか、ぎりぎりのところでや

っておられるんじゃないか、民間委託する

ことによって、民間業者はより低い人件費

で人を雇って物事を進めている。どんどん

人が足りなくなって、人手不足の中で、民

間に任せても人は集まらないというよう

な状況の下で、行政みずからがそういった

ところに手をかすような形にも、設置しな

きゃならないんでしょう、国の方針がそう

なんですから。 

 ただ、そのままでほんまにこれからの少

子高齢化社会を迎えるに当たっての行政

運営をね、本当に夢に向かってやれるのか

というと、やはりしっかりともっと議論を

していかないといかんと思うんです。限界

はあるかもしれません。でも、その議論な

しに計画だけ進んでしまえば、その数字を

カットする、コストカッターだけでやって

いくような、今までの行革がそうだったと

はいいませんけども、そういうように一層

ひどいコストカッターというようなこと

になりかねないと思いますので、文言はい

いんですけども、その中身の議論ですね、

実態をきちんと把握してやっていただき

たいと思います。これは要望しておきたい

と思いますし、今後またいろんなところで

議論していきたいと思っています。 

 それから、行革について確かに第５次行

革の総括をやっていただいておりますか

ら、また別に議論をさせていただいたり、

またお聞きしていきたいというように思

っています。全体の考え方として、生産年

齢が減って人口減になって税収が落ちて

くるというのは、確かにそうだと思うんで

すけども、それだけ見ていたら、やはり自

治体の中で必要なサービスの予算の取り

合いになったり、もしくは今盛んにやられ

ている自治体間の競争は、不毛な競争だと

私は思っていますけども、不毛な自治体間

の競争で人を奪い合う、お金を奪い合うと

いうようなことになってしまって、果たし

てこれが行政の仕事なのかと、今非常に感

じているんですね。地域が疲弊している、

地域の庶民、所得、中小企業そのものの所

得が疲弊してしまっている主な原因とす

ると、やはり国の税制で、直接税から間接

税、消費税に移行してきたところにやっぱ

りあると思うんですね。だから、消費税収

が上がったとしても、直接税である所得税

や法人税が下がっていくわけですから、結

果的にお金が地方におりてこない、住民の

ための施策をやるための予算がきちんと

おりてこない、交付税が来ない、必要なお

金がおりてこない、国に言うてますと言う

だけになってしまうわけで、大きな視点か

らやっぱり国や大阪府のこういった税制

のあり方についても、きちんとやっぱり物

を言うていく必要があると思うんです。そ

うした上で、重要なことは一番住民の皆さ

んの福祉の増進を図ることが地方自治体

の一番の役割だということでありますか

ら、こんな疲弊しているような庶民や中小

業者の皆さんを苦しめるような施策を、摂

津市も同じように行革だとか行政経営方

針だということでやるということは、余り

にもやってはいけないということですの
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で、これはこれまで行革の議論の中でやっ

てきました、そうではないともおっしゃっ

ておられましたので、そういったことをぜ

ひ念頭に置いて考えていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○南野直司委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５２分 休憩） 

（午後 ０時４６分 再開） 

○南野直司委員長 それでは、再開いたし

ます。 

 引き続き、質問、質疑をお受けいたしま

す。 

 森西委員。 

○森西正委員 午前中ですね、他の委員も

質問されていましたので、なかなか具体的

に見えてこないんで、いろいろ視点を変え

て質問しておられますけれども、私個人と

しては以前の部分とそうは変わりないん

だろうなと思ってるんです。安藤委員もお

っしゃってましたけども、文言ではなくて

ね、実際にどういうことをしていくかとい

うところだろうと思うんですけれども、ま

ずはひっかかってるところは、視点２の協

働・パートナーシップの推進というところ

ですけれども、これは庁内というよりも、

市民の方、庁外の部分になろうかと思うん

です。そこをいかにしてさまざまな情報発

信なり、「みんなで育む、つながりのまち

摂津」を実現するために、どういうふうに

市として市民に対して発信をしていくの

か、市民が、これはみずから進んでこのつ

ながりのまち摂津をつくっていくのかと

いうところで、そこのところをどうやって

市として情報を発信して、促していくのか

というところが、そこが課題になってこよ

うかと思います。 

 今、ここで問うてもなかなか答弁として

はなかなか難しいだろうと思いますので、

その部分は結構で、指摘というか、意見と

させていただきたいと思います。 

 午前中の質問の中の答弁で、人口が減少

していくと。全国的に人口が減少していく

と。人口ビジョンでも摂津市は人口が少し

減少するということでは出てますけれど

も、その人口が減少していくということで、

人口ビジョンの中で数字は出てますけれ

ども、その数字よりもやはり上回っていく

ような数字を目指していくというのが、そ

こが市としての目指すところだと思うん

です。全てに関してそうだと思うんです。

目標があって、その数字よりも上を目指し

ていくというところが必要だと思うんで

すけれども、午前中の答弁では人口が減っ

ていくから、日本全体でも減っていくから、

それは仕方がないんだという答弁だった

んです。人口は恐らく、全国的に減ってこ

ようかと思いますけれども、そこを摂津市

として、全国的には減ってくるんだけれど

も、本市としてはその人口を減らないよう

に、もしくは人口をふやしていこうという、

そこの目標が必要だろうと思うんですけ

れどもね。まずそこをお聞かせいただきた

いと思うんです。 

 それと、視点５の行政経営資源の調達と

いうところで、歳入や歳出というところが

ありますけれども、これも午前中から聞い

てますけれども、歳出の部分、歳入の部分

は補助金等ということでの答弁でありま

すけれども、税収増を図っていくためには

どういうふうにするのかという、そこがな

かなか今までも答弁としてないんですね。

民間であれば、経費の削減と、それと収入

増、売り上げ増を図っていくわけですね。

それでもって、企業の経営が成り立つわけ

です。 
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 本市も、企業で考えるとね、行財政改革

で今まで歳出抑制を図ってきました。そこ

で、歳入増を図るためにはというか、何で

もって歳入増を図っていくのか、個人市民

税をふやしていくのか、法人市民税をふや

していくのか、自主財源をふやしていくの

か、依存財源をふやしていくのか、そこの

ところがやはりそこは明確にしていかな

ければならないと思うんです。 

 そこの部分を明確にすることによって、

摂津市のまちづくり、要するに税収をもし

ふやすのであれば税収をふやすためには、

どの税収をふやしていく、そのためにはど

ういうふうなまちづくりをしていくかと

いうのがね、そこが民間企業であればそれ

は売り上げを上げるための計画になって

こようかと思うんですけどもね、そこのと

ころをもう少し具体的に示していくべき

だと思うんですけれども、その点の考えお

聞かせいただきたいと思います。 

○南野直司委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、私

のほうから２点ご答弁させていただきま

す。 

 まず、人口減少への対応のお話でござい

ますけども、おっしゃっていただいている

ように、人口ビジョン並びに昨年度の推計

ですね、人口が減少していくのを、それは

ありきとして考えていくというより、考え

ていく部分と、やはり少しでもそれを食い

とめる、もしくは増に持っていくという視

点は当然必要になってくるんだろうと思

います。 

 ただ、人口増に直接結びつくであろう施

策というのはなかなか簡単ではなくて、一

般的にも鉄軌道の問題であったり、道路、

交通の問題であったり、病院、病院という

のは大病院ではなくてまちの中にいろん

な種別の個人医院、中小規模の病院があっ

て点在しているような状況というふうに

統計で出ているということもございまし

て、なかなか直接的な部分というのは難し

いわけなんですけれども、それともう一つ

は、安威川以北、安威川以南と言い方はち

ょっと適切ではないかもしれませんけれ

ども、千里丘地区であれば昨年度の推計に

よれば年少人口というのは今よりふえた

後、高どまりをしているような状況がござ

いますし、鳥飼の東部地域ではそれぞれの

年齢階層で減っていく、片や高齢化率は高

いんだけれども、高齢者の数で言えば安威

川以北のほうが断然多いとか、そういうさ

まざまな地域による差異といいますか、違

いがございますので、そういったところに

も対応していかなければならないと考え

ておりますので、そのあたり、人口ビジョ

ン、昨年度の推計を踏まえて、どのような

施策を、新たな計画の中で打ち出せるかと

いうのは今後検討させていただきたいと

考えております。 

 それと、税収増の問題ですけれども、税

収増の問題についても、過去から行革の中

でもいろいろ議論をしてきた経緯はござ

います。ただ、これも直接ということにな

ると、有効打がなかなかないというのが現

状かなと。そのときに、一つ我々の市には

４，０００ほどの事業所があるわけなんで、

そこへの何らかの施策というのは、どちら

かといいますとそれぐらいの数があるん

だけれども、少し弱いというか、足りない

部分があったんじゃないかというのは、も

う過去から議論としてあるわけなので、そ

のあたりのところと、健都の部分も含めて

法人税というのは非常に我々にとっては

大事な税でございますから、そこのところ

をどのように展開すべきかというところ
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は、これもまた計画の策定の中で検討させ

ていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 森西委員。 

○森西正委員 例えば今ありましたけど、

鳥飼地域の部分とかね、その部分が総計の

中に入ってるのかとか、今これ、行政経営

方針の素案ですから、我々が意見を述べた

ことを、ほんならどこまで中に入れていた

だけるのかとか、今までのさまざまな計画

の中で、案をつくられて、少しの部分は改

善はできても、大きくごろっと変わるとい

う部分が、言うたらありませんよね。でき

たら、素案を考える前に、例えば冊子をつ

くって、大きく変わりますねんっていうの

は、なかなか難しいとは思うんですけれど

も、例えばどういうことを経営方針の中に

入れ込んでいくのかとか、そういうような

部分をまたお示しいただいたりとか、とい

う部分をお願いしたいと思うんです。 

 例えば、経営方針のこの冊子は、どれぐ

らいのものを考えておられるのかとか、ち

ょっとその辺、まだこれからかもわかりま

せんけれども、ちょっとその辺のお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○南野直司委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、ご

答弁させていただきます。 

 現時点で、行政経営方針の部分と行政経

営戦略の部分、次の次第の２のほうで若干

説明をさせていただくんですけども、その

行政経営戦略と行政経営方針の部分を完

全に分離した形なのか、同一の中で一つの

冊子の中にということが、今のところ具体

的には考えていませんけれども、全体とし

ては基本的に分野別計画との連動という

ことを意識するということと、あとこれま

での総合計画が少し施策の数であったり、

施策の展開の数というので非常に多くて、

わかりづらい部分があったというふうに

も思っておりますので、基本的にはぎゅっ

と絞った形でコアな部分を表示させてい

ただいて、そのコアな部分についてしっか

り進行管理をしていくと、今まで以上に進

行管理をしていくというようなイメージ

で、今のところは考えているということで

ございます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 森西委員。 

○森西正委員 議会のほうでお示しをい

ただいて、またそちらのほうで質問があれ

ばさせていただきたいと思います。 

○南野直司委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、行革から行政経

営について、基本方針の素案についていろ

いろご意見をいただきました。 

 ちょっと総括的にはなりますが、私のほ

うから答弁をさせていただきたいという

ように思います。 

 我々公務労働に携わる者は、いわゆる法

律に基づいてそれぞれ運営をやっており

ます。一番根本的な法理であります地方自

治法、この第２条第１４項にはこういうこ

とが書かれてあります。 

 「地方公共団体は、その事務を処理する

に当たっては、住民の福祉の増進に努める

とともに、最少の経費で最大の効果を挙げ

るようにしなければならない。」という基

本精神が載ってあります。これは我々、過

去からもこれからもこういうことについ

ては命題であると思っております。 

 それから、それぞれ議論されてるんです

けども、従前のいわゆる行革と言われる部

分については、ややもすると、要は先ほど

安藤委員のほうからご指摘がありました

ように、削減オンリーのこういう行革であ
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ったのではないか、こういう反省も実はご

ざいます。そういう意味から、今回のビル

ド・アンド・スクラップ、これちょっと言

葉の遊びかもわかりませんが、そこの部分

ではビルドがやはり先であると。住民福祉

が先であると、こういう精神をやはり庁内

的にしっかりと浸透させていきたい、こう

いう思いがビルド・アンド・スクラップに

あらわれてるというご理解をお願いした

いというように思ってます。 

 それから、それぞれ行革の部分について

は、コストカットするのが目的なんですけ

ど、これはやはりこれからの状況を考えた

ときに、もちろんコストカットというのは

当然避けて通ることはできません。そのた

めの手段として、やはり民間委託とか、あ

るいは今後出てくるであろうＡＩとかい

ろんな技術を使いながら、少数の人数の中

でもやはりサービスを低下してはならな

い、これが先ほど言いました命題の考え方

でございます。 

 もちろん、我々小さな弱小の市でござい

ます。そういう意味では、少ない職員数で

やはり行政サービスを維持していかなけ

ればならない、これは当然望ましい姿であ

ります。そしたら、我々職員の担う仕事の

部分は誰が担うんだということになれば、

もちろん民間委託という手法は当然出て

まいります。その中でも、民間企業とやは

りパートナーシップをしっかり持ちなが

ら、本来我々が目指しているいわゆる市民

の福祉の向上、これはやはり当然パートナ

ーシップで求めていかなければならない

と思っております。 

 やはり、今後２０２５年問題がよく言わ

れます。こういう部分では、いわゆる歳出

の増の問題は当然出てまいります。国のほ

うでも、やはり年金とか社会保障とか、い

ろんなことを問題とされております。これ

はやはり、現役世代がどう支えていくかと

いうことが当然問題になってきます。少子

高齢化というのは、私思いますには、まさ

しく財政問題と考えております。もちろん、

要は収入も下がってきます、これからサー

ビスもどんどん、高齢者のサービス等々は

やはり求められてまいります。それをいか

に歳入と歳出をうまくバランスをとりな

がらやっていく、これがいわゆる行政経営

という精神で、そのものでございます。い

ずれにいたしましても、そういう部分では

非常に苦しい状況が続いてまいります。 

 それから、パートナーシップというよう

なことがありました。それぞれパートナー

シップ、これは当然今希薄になっておりま

す。いつも森西議員のほうからご指摘いた

だいてますように、自治会の加入率がどん

どん下がっていくと、そういう危機感は私

は持っております。そういう分では、どう

しても言葉だけのことになってしまいま

すけれども、やはり地域のつながりをいか

にとっていくか、これがやはり非常に重要

な問題となってまいります。 

 去年、昨年、令和元年の台風１９号が関

東地方、それから甲信越地方、あるいは東

北地方で非常に大きな被害が出ておりま

す。その中の防災の研究所が現地に訪問し

ております。ちょっと報告書を読ませてい

ただきますと、長野県の佐久穂町ですか、

ここのところの事例が載っておりました。

ここは、ややもするとボランティアがほと

んど入っておらないというような地域で

ございました。その中で、ボランティアの

人がほとんど入ってない地域で比較的復

旧が早くできたというような事例がござ

います。土砂がきれいに片づいていたとい

うことで、まちには土木作業員も大工もお
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られます。地域総出で片づけた、地域力が

あればある程度自分たちでできると、こう

いうような地域の力もやはり今後かりて

いかなければ、全て公共が何でもやるとい

う分にはもう限界が来ております。そうい

う分では、地域をいかに、要は力をつけて

いただくかということもやはり大事にな

ってまいります。 

 それから、ついつい、自治会という話に

なるんですけれども、やはり地域力という

のは商店街があります、コンビニもござい

ます、福祉施設もあります、企業もありま

す、そういういろんな各団体、あるいは各

商業施設も含めまして、やはり全部巻き込

んだ形で地域力をつけていかなければな

らない。ちょっと具体的な例は持ち合わせ

ておりませんが、地域全体でやはり地域力

を高めていく必要はあろうと思っており

ます。 

 いずれにいたしましても、今基本方針案

でございますので、総花的な、あるいは総

括的な文言になっておりますが、これを具

体化していくための基本計画、これはしっ

かり取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○南野直司委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 一言だけというか、もう

意見というか要望だけ言わせてもらいま

す。 

 いろいろ、先ほど来からの質問等々出て

る中で、一つは安藤委員もおっしゃってま

したように、行政経営戦略、位置づけは変

わらへんということで、私は理解しました

ので、その辺はよろしくお願いします。 

 もう一点が、行政経営、要はもう経営方

針の視点ですが、いろいろ今上げられてる

中で、私が今ちょっと思ってたのが、行革

の中での柱というのは、五つありましたよ

ね。人・組織・税制・物・情報等々あった

と思うので、そこからその視点に変えたと

いうことによると、ポイントとかあるいは

狙いというのは絶対あると思うんです。何

が言いたいかと言うと、前のご説明では、

一部実施とか未実施というところで、前の

柱ではなせなかったことを、今回新たな視

点を持ってしっかりとフィルターとして

機能させるということだと私は理解して

おりますので、先ほどの次長のお話でいき

ますと、これからね、令和２年度にかけて

ブラッシュアップさせていくということ

ですので、より深くというか、検討いただ

きまして、ぜひ使えるようなというか、機

能するような形でよろしくお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○南野直司委員長 それでは、続きまして

計画行政の見直しに基づく第４次総合計

画、基本計画の改訂につきまして、説明を

お願いいたします。 

 大西政策推進課長。 

○大西政策推進課長 それでは、私から案

件２の計画行政の見直しに基づく第４次

総合計画の改訂作業の考え方について、ご

説明をさせていただきます。 

 まず、資料２－１をごらんください。 

 現行の総合計画でございます。令和２年

度末で計画期間を終了しますが、基本構想

のみ５年間の期間延長をする旨、昨年度の

本委員会でご報告をさせていただいてお

ります。 

 また、総合戦略につきましては、本来で

あれば本年度末で終了いたしますけれど

も、総合計画と一体的な改訂を予定してい

るところでございますので、計画期間を便

宜上１年間延長した令和２年度末とさせ
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ていただいております。 

 今回、令和２年度末までで計画期間が終

了する総合計画の基本計画部分と、総合戦

略を一体的に改訂し、融合させていきたい

と考えております。 

 続きまして、資料２－２をごらんくださ

い。 

 今回の改訂で、各分野別計画との整合性

と、総合計画と分野別計画の進行管理の一

体化の２点に力点を置いて見直しをして

いきたいと考えております。１点目の総合

計画、基本計画と各分野別計画の整合性に

つきましては、各分野別計画が総合計画の

どこにひもづいているかをより明確にし、

各分野の集合体が総合計画であると捉え

ていただけるように仕掛けを考えていき

たいと思っております。 

 具体的に申し上げますと、資料にお示し

のとおり、総合計画の基本計画に上げる施

策と分野別計画に上げる施策を原則一致

させていただきたいと考えております。こ

ちらのほう、今まででしたら文言が総合計

画で書いている文言と、分野別計画で書い

ている文言がずれていると言ったら変で

すけども、結局考え方は一緒なんですが、

違う言葉を使っているとかいうところも

ございましたので、そこは原則全て同じ文

言で統一をして、どことどこがつながって

いるかというのをより明確にしていきた

いと考えております。 

 ２点目でございます。２点目は、総合計

画と分野別計画の進行管理を一体化させ

ることを考えております。現状、進行管理

につきましては、総合計画と各分野別計画

において、それぞれ別に作成しているなど、

二重作業となっている部分であるとか、進

行管理が行えていない分野別計画も存在

しているのが現状でございます。 

 そのため、総合計画の基本計画と各分野

別計画をひもづけることで、これからは進

行管理を強化し、分野別計画の進行管理を

行うことで総合計画の進行管理が行って

いけるような、こちらもまた仕組みをつく

っていきたいと考えております。 

 最後でございます。資料２－３をごらん

ください。 

 今回の改訂で、総合計画と総合戦略を一

体的に見直し、一本の計画として令和３年

度からの５年間を計画期間とした行政経

営戦略として位置づけていきたいと考え

ております。 

 現状、総合計画、これは緑の冊子でござ

います、こちらと白色のほうの総合戦略の

冊子がございます。こちら、別々の冊子で

ございますけれども、こちらを一体化して

一つの冊子とした形で融合させていきた

いと考えております。 

 簡単ではございますけども、案件２の説

明は以上でございます。 

○南野直司委員長 説明が終わりました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、質問させてい

ただきます。少な目というか、一つだけお

伺いします。 

 この総合戦略、総合計画等々ですね、一

旦本当は今年度で終わるはずだったもの

だと思います。この中には、目標達成率１

００％、今年度中にと書かれているわけで

す。そこに対しては割愛というか、そこを

追及するわけではないですけども、本来で

言えば今年度で全てこれは終わっていな

いといけないというのが、本来の目標とい

うか、そのためにつくられたんだと思うん

ですけれども、その中で５年延長されると

いうことで、確認なんですが、新たに５年



- 33 - 

 

延長されるということで、ブラッシュアッ

プして、今答弁ありましたどれぐらい進行

しているのか見詰めていくということで

したが、先ほど申し上げましたけど、本来

は全部終わってるはずなんですね。これに

ついて、どの程度まで終わってるのか。数

値として出ている分もあるのはあるんで

すが、その計画のところで、例えば１４５

ページの計画のところの環境や自然に考

慮した施設整備ですね、太陽光発電、ＬＥ

Ｄ照明の利用など、省エネルギー対策を検

討するとともに、緑化を推進していくと書

かれてるので、それがどれだけ進んでるか

というのは、恐らく出るはずだと思うんで

す。そういうのを細かく全て一旦出される

予定なのか、ちょっとその１点をお伺いし

たいです。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 ご答弁させていた

だきます。 

 三好委員からのご質問でございますけ

れども、どこまで数字で出すかというのは、

まだ現在検討している段階です。ただ、次

年度、つまり令和２年度でございますけれ

ども、こちら総合計画の基本計画と総合戦

略、これについて見直しをかけていきます。

そこで、現在までの総括を来年度行ってい

きます。 

 その中で、今数値がどこまで進んでいる

かは、検討しながら次の計画に反映はもち

ろんさせていきたいと思っております。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 やっていただいてると

いうことで、何が言いたいかというと、こ

の目標というところに、例えば１４５ペー

ジの話をしましたけど、１４４ページには

ドライ化とか書いてますけど、具体的な数

字まで全部は書いてないんですね。重点と

右側に書いてる箇所のパーセンテージ、目

標数値等々まではここ書かれてないんで

す。そこまでちょっと出していただきたい

と。出していただいた上で、何が足りない

のか、あとどれぐらい足りないのかという

のが明確に出ると思います。そうじゃない

と今年度で一応終わりなのに、延長するか

らといってその見直しをおろそかにして

いたら、また次も延長するんかと、その期

限になったときにですね、そういうことに

なってしまうと思いますので、数値化でき

るものに関しては、基本的には数値化して

いただきたい。全て示していただけるよう

な資料を、かなりの膨大な量になるかとは

思うんですが、ちょっと出していただきた

いというのが要望ですね。 

 最後もう１点だけ。５年延長するのは百

歩譲っていいとしましょう。ただ、この中

で、今までやってきたわけじゃないですか。

できているものとできていないものがあ

ると思うんです。逆に言えば、悪化してる

ものもあると思うんですけども、逆に言え

ばもう８０％できているものがあるとし

ましょう。それも５年延長するのか、あと

２０％だけなのであれば、５年延長する必

要は例えばそれに関してはないと思える

んですけども、その辺のちょっと考え方だ

け教えていただきたいなと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 ご答弁させていた

だきます。 

 まず数値の考え方でございます。これ、

今の総合計画の基本計画、現在の部分です。

こちらは今ちょうど１４５ページを多分

見ていただいてるとは思うんですけれど

も、例えば施策の展開で、５個について施

策の展開を書かせていただいているとは

思うんですね。その分に関しての進捗の数
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値目標が、本来であれば左のページ右下の

ところの指標とリンクしてるんですけれ

ども、これが現在は完全に一致していない

というのが、課題として認識をしておりま

す。次の改訂のときに、ここをほぼほぼ１

対１、もしくは１対２ぐらいの関係ででき

るよう見直していきたいと考えていると

ころでございます。 

 あと、例えば環境の太陽光発電のお話も

ございましたけれども、こちらの部分につ

きましては、基本的に先ほどご説明をさせ

ていただいたんですけれども、あくまで各

分野別計画で、具体的にどうしていくかと

なってまいりますので、各分野別計画の進

行管理をきっちりできる仕組みを持って、

施策、事業の数値等々も入れながら、今回

は進行管理を見直していきたいなと思っ

ております。 

 総括につきましては、先ほども少しご答

弁させていただきましたけれども、その結

果は来年度の本委員会で資料を提供しな

がらご説明をさせていただきたいなと考

えております。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 答弁をもう一回もらい

たいんですけど、パーセンテージが進んで

るものと進んでないものがありますよね

と。それの分の答弁をちょっといただきた

いと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 数値の考え方なん

ですけれども、今総合計画の基本計画に上

げさせていただいているものは、全ての事

業、施策を上げているものではなくて、基

本的には主要なものを上げさせていただ

いております。今、委員からご指摘がござ

いました今回の計画で、おおむね進んでし

まっているもの、例えばご指摘いただいた

８０％とかというものに関しては、中身を

入れかえになると思います。 

 ただ、その８０％のものに関しては、個

別の分野別計画ではそのまま残りますの

で、そちらで進捗管理をして動いていく考

え方になってまいります。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 今の答弁から、最後のと

ころだけですが、目標達成に近いものはも

う省いて、別のところで進めていくという

ような答弁でした。それはそれで結構なん

ですが、具体的に計画を出していただくと

きには、それがちょっとわかりやすいよう

に示していただきたいなと。次の案の中身

からごっそり消えてるような形になると

思いますので。これについてはもう達成目

標が近いので、別のところで取り扱いにな

りましたとか、そういうのをちょっとわか

りやすくしていただきたい。 

 もう言ってしまえば、達成が難しかった

ものだけが恐らく残るというような表現

だと思いますので、そこに関しても何が残

って、何が省かれたのか、計画目標も今度

はきちっとつくられるということでした

ので、先ほど学校のことを例えで出しまし

たけど、ほかのことでもいっぱい多々ある

と、あります、見させていただいて、全部

上げると長過ぎるので上げませんが、それ

の細かいところの数値を全て数値化でき

るものに関しては、ちょっと出して示して

いただきたいと要望して終わります。 

○南野直司委員長 市長公室長。 

○山本市長公室長 １点だけ。最後のご要

望の件ですけども、もしお手元に総計をお

持ちなら、１１６ページ、１１７ページを

見ていただきましたら、実現できる指数が
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５点書いております。計画として６点上が

っております。数的に計画のほうが一つ多

うございます。何が数値化しにくいかとい

いますと、下から二つ目の親支援、子育て

支援の充実というところがなかなか数値

化がしにくいところで、こういうような表

記の仕方になっております。 

 数値化できる、できないがありますので、

今おっしゃったように、なるべく数値化で

きる分につきましては数値化をしていき

たいと思っておりますのでよろしくお願

いします。 

○南野直司委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 数値化するという、例え

でちょっと申し上げましたけど、今のこの

部分は数値化できなくても、どういうこと

をやってきたのかとか、そういうのは出せ

ると思うんですね。何が足りてないかとい

うのも、わかるようにしてほしいです。 

○南野直司委員長 ほか。いいですか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 私もちょっと確認してお

きたいんですが、総合計画の中の基本計画

と総合戦略と一体的なものとして、分野別

の計画ともリンクしていくというような

お話ですね。 

 今、数値的な目標があり、計画があり、

そこをリンクされてないからリンクして

いくというようなお話だったんですが、基

本計画と総合戦略の上においても、総合戦

略のほうがかなり数値目標がはっきり出

てますね。その上に、さらに重点課題の強

化、ＫＰＩというのが出ております。その

辺のリンクはどうされていくのかなとい

うのと、それから基本計画と総合戦略を一

体化していく中で、つくられていく新たな

行政経営戦略というものについてですね、

今、基本計画は基本構想に基づいて、それ

ぞれ施策がいろいろとありますけども、基

本計画の見直しをする際には、今回までの

総括をする中で、この施策についても、一

定見直しが図られていくということも考

えておられるのか、基本構想は同じなので、

施策の方向性等々、現状の基本計画を踏襲

する形で総合戦略を持ち込んでいくのか、

ちょっとその辺を確認したい。 

 やはり今のお話にもありましたように、

数値ではかられないような分野というの

はたくさんあると思うんです。そういった

ところと同時に、ＫＰＩを総合戦略の中で

少し申し上げてた記憶があるんですけど

も、これを数値化すること自体に意味があ

るのかなというような、例えば学力の問題

で言うと、学力テストの空白の回答を減ら

すとか、そういったものが果たしてどうな

のかなと、当時は思ってたんですけれども、

そういったものの整理とか、そういった数

値でははかれないようなものについても、

きちんと精査して整理する必要があるん

じゃないかなと思いますけど、ちょっとそ

の辺のお考えを聞かせてください。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 安藤委員のご質問

にご答弁させていただきます。 

 まず、一番初めにございました数値の考

え方、特にＫＰＩでございます。これ今、

総合戦略のほうではＫＰＩという表現を

させていただいてます。総合計画のほうで

は指標というような形になっております

けれども、今回一体的に見直しをして融合

させていくというような形でございます

ので、基本的にはＫＰＩという表現で目標

を立てていきたいなと考えております。 

 ただ、委員のご指摘のとおり、数値を示

せないものというのも、これ現実的にはご

ざいます。そういった場合は、基本的には
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数値を出せないと考えております。数字が

出ないからといって、重点的な施策から省

くというような考え方は基本的には思っ

ておりません。 

 ただ、先ほど三好委員のところでもご答

弁させていただきましたけれども、原則今

よりはひもづけ数値と施策の展開の見直

しを考えていきたいとい思っております。 

 ２点目でございます。総合計画の体系の

どこを見直していくのかというお話でご

ざいます。現在、総合計画の基本計画にお

きましては七つのまちづくりの目標を１

４の政策、５０の施策というところがひも

づいております。基本構想を今５年間延長

させていただいておりますので、原則的に

はまちづくりの目標七つと１４の政策の

部分について変えるつもりはございませ

ん。 

 今回、見直しを考えておりますのは、こ

の５０の施策の部分でございます。こちら

の部分につきましては、やはり時代ととも

に変化をしてまいりますので、新たなトピ

ックスであったり、先ほども少し出ました

けれども、例えば鳥飼地域の話題であった

りとかいうところが、基本計画の中に多分

盛り込まれていくであろうと今のところ

考えております。 

 現在、５０の施策がございますけれども、

約３０ぐらいまでダウンサイジングをし

たいなと考えております。なぜかと申し上

げますと、今５０の施策がございますけれ

ども、例えば高齢者の何々、高齢者の何々

というふうな形で、少し細分化をしている

部分もございますので、そこは一つの高齢

者というテーマを持って、その分野別計画

は何だと言えば、かがやきプランというよ

うな形で明確にして、総合計画、分野別計

画という形で一連で流れてるんだよとい

うような形で考えております。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 そうですね、きちっとまず

令和２年度でこの間の基本計画、総合戦略

ですね、結果の報告と現状認識としていた

だいた上で、新たな計画のほうですね、ま

たお示ししていただきたいと思います。 

 やはりわかりやすい、今までの分野別も

もう既に今月から相当の数のパブリック

コメントが始まっていて、もう既に分野別

計画も新しい計画が始まろうとしており

ますし、現在進行しながらの作業になるの

は大変かと思いますけども、ひもづけ等も

きっちりしていただいて、パブリックコメ

ントも恐らくかけられると思いますので、

市民の方がわかりやすいような、イメージ

できるものをやっていただくと。 

 その上で、何度も言いましたけど、やっ

ぱり当初の総合計画、以前の総合計画、基

本構想をつくられる上でも、市民懇談会と

かいろんな地域でのワークショップ等を

やられていたこともありましたので、積み

上げの際の市民の意見聴取の場、パブリッ

クコメントまで何もないのか、その前まで

にやっぱりいろいろ意見を聞く場を、いろ

んな工夫をしていただいてやっていただ

く必要が、私はあるのではないかなと。 

 とりわけ、協働の分野においては、やっ

ぱり頑張っておられる方々の、もう生の率

直な意見を聞く中で、その人たちが心に響

くような計画を立てるのが大事だと思い

ますので、そういった工夫をぜひしていた

だきたいと要望しておきたいと思います。 

 以上です。 

○南野直司委員長 ほか、ないでしょうか。 

 森西委員。 

○森西正委員 まず、この第４次以前の話、
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総合計画の話なんですけれどもね、以前は

都市核というのがあって、総計の中にあっ

て、第４次の中で都市核、シビックゾーン

とか、東部都市核とか、東部都市核の中に

は地下鉄の延伸というような、そういうふ

うな文言も盛り込まれてました。そこから

第４次というのが総合計画の中には、そう

いうふうな部分がなくなりまして、今、数

値であらわせる部分に関しては、それは数

値であらわしてということで結局その目

標に対してどうであったかというのが出

ると思うんですけども、数値であらわせな

いもの、もしくはもっと大きいものですね、

摂津市全体の中で、今ＦＭの中で議論をさ

れてますけれど、公共施設自身の配置を市

内全域でどういうふうにしていくかとか。 

 総合計画とかということになってくる

と、やはりそういう部分というのを織り込

んで、何十年後かには摂津市域の中にはこ

ういう公共施設があって、この施設を利用

してくださいということが計画だという

ふうに私は思ってるんです。まず、そうい

う部分が必要ではないのかと思うんです

よ。それがないと、結局そのときに空地が

出てくると、そのときに空地が出たからそ

この土地を言うたら購入して、そこで建て

たらええやないかというふうな、そういう

ことになってくるわけですね。その地域で

もって、例えば公共施設というのをつくり

たいけれども、でも実際にそこに土地が確

保できるかどうかというのは、また別な話

であって、この地域にはこういうものを建

てたい、つくりたいと、こういうまちづく

りをしたいというのが、やはり基本で必要

ではないのかなと思うんですけれどもね。 

 その点と、資料２－２ですけれども、総

合計画の基本計画と分野別計画のところ

の、文言が整合されてないから整合すると

いう部分のお話でありましたけれども、そ

このところがね、他の分野別計画のところ

で、例えば序論というか最初に例えば人口

であったり、高齢者率であったりというの

が全て分野別の計画も同じ文言が記載さ

れてるわけですよね。それは私からすると、

言うたら無駄ではないのかと思うんで、同

じ文言の部分は省略すべきでないんかな

と思うんです。 

 だから、実際に本当に書きたい部分とい

うのは、冊子の中ではもう少し少なくて。

前の部分というのはどこを見ても同じこ

とが結局記載されてますから、そういうよ

うな部分というのは統一をされるべきな

のかなと思うんですけども、それが一つで

すね。 

 以上２点、ちょっとお聞かせいただきた

いと思います。 

○南野直司委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 ご答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、例えばＦＭのお話がございました。

今ＦＭ担当は公共施設等総合管理計画の

改訂版を策定しているところでございま

す。我々の考え方としましては、これが分

野別計画になってまいります。総合計画の

基本計画のほうでは、どちらかというと今

で言いますと多分まちづくりの目標の７

のところにはなってくるとは思うんです。

７の一つの施策のところで、ＦＭの担当が

述べていくというような形を考えており

ます。そちらに関しては、もちろん我々政

策推進課、財政課も入りながらブラッシュ

アップをしてつくっていきたいと考えて

おります。 

 ２点目でございます。各分野別計画、そ

れぞれ冒頭に人口のお話があります。森西

委員のご指摘のとおり、そこの部分を包含
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できる部分は包含をしていきたいなと、検

討していきたいなと考えております。昨年

度でございますけれども、２０４０年を背

景としたという形で、人口の推計を地区別

で出させていただいておりますので、その

辺を盛り込むなり、各分野別計画の改正の

時点ですよね、時点によっては最新バージ

ョンのほうがいいという場合もあります

ので、網羅できる部分は網羅をしていきた

いなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○南野直司委員長 森西委員。 

○森西正委員 分野別の計画に関しては、

またそういうふうな方向でお願いをでき

たらと思います。 

 公共施設の部分ですけれどもね、例えば

総合体育館の議論が出ました、建設の議論

が出ましたよね。あれはやはり市として、

計画としてどこの地域に総合体育館をつ

くっていくのかという、そういうふうな部

分はもっと大きいところの話なのかなと

は思うんですよ。例えば阪急京都線連続立

体交差事業の話もありますし、千里丘駅西

地区の再開発もありますよね。それが例え

ば七つの分野、そこのところでの一つの中

で、議論をされていいものなのかというか、

計画が乗ってええものなのかという部分

がありますので、市域全体として大きいも

のというのは、そこはちょっと七つの云々

ということではなくて、もう全体でやっぱ

りちょっと考えるべきものなのかなと思

うんですけれども、ちょっとそういうもの

がどういうものというのが、結局見えてこ

ないんで、ちょっとわかりませんけれども、

意見ということでさせていただきたいと

思います。 

○南野直司委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 それでは、私のほうから

も最後意見というか、要望だけさせてもら

いたいと思います。 

 先ほど来からね、考え方、進め方、おお

むね説明いただきまして理解しました。や

っぱりこれから具体的にね、どうやって進

めていくかって本当に重要だと思います

ので、しっかりつくり込んでほしいなと思

います。 

 あと、特に先ほど来から出てます資料の

ピラミッド図の最下段にある分野別計画

ですね、私やっぱりここが重要やと思って

ますし、こことのひもづけ、今回いろいろ

話が出てたと思いますけども、やっぱりひ

もづけが重要やと思います。ポイントはね、

やっぱり進行管理ということからいきま

すと、やっぱり各所管ですよね、そこが出

てると思うので、しっかりと巻き込んでい

ただいて、先ほど来からありますけども、

その進行管理をいかにやるのか、定量的に

できるところは当然定量的にやって、定点

的なものは定点的に、もし難しかったらよ

り具体的にね、やれるように、しっかりと

この辺はこだわってやってほしいと思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○南野直司委員長 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、以上で本委員会を閉会いたし

ます。 

（午後１時３６分 閉会） 
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総合計画及び総合戦略等調査特別委員長     

           南 野 直 司 
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